
建 設 環 境 委 員 会  

  令和７年第４回定例会  

 

議 案  

議案第 109 号 葛飾区立公園条例の一部を改正する条例     （公園課長） 
 
庶務報告  

 １ 議案関係 

［都市整備部］ 

  （１）令和７年度葛飾区一般会計補正予算（第３号）について（調整課長） 

（２）都市計画道路補助第 276 号線（一口橋南）整備（その３）及び排水施 

   設（その２）工事請負契約締結について     （道路建設課長） 

（３）水元小合溜河川環境改善（汚泥処理設備改修等）工事請負契約締結に 

   ついて                      （公園課長） 

 

２ 一般 

  ［環境部] 

（１）「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（素案）について 

                       （リサイクル清掃課長） 

（２）東京二十三区清掃一部事務組合の財政計画について  

                       （リサイクル清掃課長） 

（３）清掃事務所の省エネルギーの実績について     （清掃事務所長） 

［都市整備部］ 

（１）東立石自転車置場の廃止について        （交通政策課長） 

（２）金町駅北口自転車駐車場の設備更新について   （交通政策課長） 

（３）新小岩駅周辺の街づくりについて   （新小岩街づくり担当課長） 

（４）義務付け等請求事件の判決及び控訴の提起について 

                    （立石駅北街づくり担当課長） 

（５）立石エリアまちづくり協議会について（立石駅南街づくり担当課長） 

（６）密集住宅市街地整備促進事業の進捗状況について 

                      （密集地域整備担当課長） 



（７）建物明渡等請求事件の判決について      （住環境整備課長） 

（８）専決処分（契約変更）の報告について      （道路補修課長） 

（９）葛飾区橋梁長寿命化修繕計画の更新（案）について（道路補修課長） 

（10）（仮称）新小岩一丁目公園の整備について       （公園課長） 

（11）令和７年度主要工事進捗状況について      （道路補修課長） 



 

 
葛飾区立公園条例の一部を改正する条例 

 

公園課 

 

１ 改正の概要 

柴又公園拡張部について、柴又川甚まちなみ館の開館及び柴又公園拡張部の広場ゾ

ーンの開園に合わせて、葛飾区立公園条例の別表第１に位置を追加する。 

 

２ 公園の概要 

（１）公園名  柴又公園 

（２）面 積  55,665.45㎡（内 拡張部 3,483.27㎡） 

（３）位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 葛飾区柴又六丁目22番19号 

②  〃 柴又六丁目23番15号先から柴又七丁目19番14号先まで 

③  〃 柴又七丁目19番32号 

④  〃 柴又七丁目10番16号（追加箇所） 

⑤  〃 柴又七丁目19番14号（追加箇所） 

議案第１０９号 関係資料 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 

柴又公園拡張部 

（追加箇所） 

柴又公園 

① 

② 

③ 

⑤ ④ 
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３ 開園スケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 令和８年３月開園予定 

② 令和９年３月開園予定 

 

４ 施行予定期日 

  葛飾区規則で定める日 

 

５ 新旧対照表 

【資料１】のとおり 

広場 

和風庭園 

エントランス 

① 

① 

② 
② 

柴又川甚まちなみ館 
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【資料１】 

葛飾区立公園条例の一部を改正する条例  

 

葛飾区立公園条例(改正部分抜粋) 新旧対照表 

現 行 改正案 

〇葛飾区立公園条例 

昭和33年3月31日 

条例第1号 

 

（略） 

 

 

 

 

別表第1(第2条関係) 

名 称 位 置 

金町公園  飾区柴又三丁目24番１号 

（略） （略） 

柴又公園 

〃  柴又六丁目22番19号 

〃  柴又六丁目23番15号先か

ら柴又七丁目19番14号先まで 

〃  柴又七丁目19番32号 

（略） （略） 

 

（略） 

〇葛飾区立公園条例 

昭和33年3月31日 

条例第1号 

 

（略） 

付 則 

（施行期日） 

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。 

 

別表第1(第2条関係) 

名 称 位 置 

金町公園  飾区柴又三丁目24番１号 

（略） （略） 

柴又公園 

〃  柴又六丁目22番19号 

〃  柴又六丁目23番15号先か

ら柴又七丁目19番14号先まで 

〃  柴又七丁目10番16号 

〃  柴又七丁目19番14号 

〃  柴又七丁目19番32号 

（略） （略） 

 

（略） 

 

3



 

 

令和７年度 飾区一般会計補正予算（第３号）について 

 

密集地域整備担当課 

 

東立石地区密集住宅市街地整備促進事業 

 

＜案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案関係庶務報告Ｎｏ.１ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 
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密集地域整備担当課 

 

東立石地区密集住宅市街地整備促進事業 

 

＜平面図①＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地取得完了箇所  

補正予算計上箇所  
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密集地域整備担当課 

 

東立石地区密集住宅市街地整備促進事業 

 

＜平面図②＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地取得完了箇所  

補正予算計上箇所  
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密集地域整備担当課 

 

堀切地区密集住宅市街地整備促進事業 

 

＜案内図＞ 
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密集地域整備担当課 

 

堀切地区密集住宅市街地整備促進事業 

 

＜平面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地取得完了箇所  

補正予算計上箇所  
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都市計画道路補助第 276 号線（一口橋南）整備（その３）及び排水施設（その

２）工事請負契約締結について 

 

道路建設課 

 

１ 工事の目的 

都市計画道路補助第 276 号線は、区内を南北に縦断する主要な地域幹線道路であ

ると同時に、葛飾区地域防災計画において緊急時の避難路として位置付けられてお

り、本区幹線道路網を形成する上で、重要な路線である。  

本工事では、一口橋南区間の範囲について道路及び電線共同溝、排水施設を整備

し、高砂区間の範囲については電線共同溝を整備する。 

 

２ 契約の概要 

⑴  工事件名 

都市計画道路補助第 276 号線（一口橋南）整備（その３）及び排水施設（その

２）工事 

⑵ 工事箇所 

葛飾区高砂二丁目10番先から細田三丁目37番先まで 

⑶ 契約の方法 

施工能力審査型総合評価一般競争入札 

⑷ 予定価格 

４億8,594万9,200円 

⑸ 契約金額 

４億7,377万円 

⑹ 契約の相手 

東京都葛飾区東新小岩七丁目24番12号  

尾花興業株式会社   

代表取締役 尾花 弘行 

⑺ 工期 

契約締結の日の翌日から令和10年２月17日まで 

 

３ 工事の概要 

施工延長 563.0メートル 

標準幅員  15.0メートル 

議案関係庶務報告Ｎｏ.２ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 



⑴ 道路整備工事 477.8メートル 

ア スリット側溝設置工 

322.6メートル 

イ 車道舗装工 

4,668平方メートル 

ウ 歩道舗装工 

1,882平方メートル 

エ 横断抑止柵設置工 

285.5メートル 

オ 道路照明設置工 

14基 

⑵ 電線共同溝整備工事 324.6メートル 

ア 管路材設置工 

2,739.0メートル 

イ 共用FA管設置工  

421.2メートル 

ウ ボディ管設置工 

454.9メートル 

エ 特殊部設置工  

17基 

⑶ 排水施設整備工事 236.7メートル 

ア 硬質塩化ビニル管布設工 

224.6メートル 

イ 人孔設置工 

８基 

 

４ 参考資料 

⑴ 案内図 

別紙１のとおり 

⑵ 平面図・標準横断図 

別紙２のとおり

 

  



別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案 内 図 



別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 面 図 

標 準 横 断 図 



 

 

 

 

水元小合溜河川環境改善（汚泥処理設備改修等）工事請負契約締結について 

 

公園課 

 

１ 工事の目的 

河川環境改善計画に基づき、水元小合溜水質浄化センターにおいて、経年劣化の

進む汚泥脱水機等の更新工事を行う。 

 

２ 契約の概要 

（１）工事件名 

水元小合溜河川環境改善（汚泥処理設備改修等）工事 

（２）工事箇所 

葛飾区水元公園８番３号 

（３）契約の方法 

施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約 

（４）予定価格 

３億1,189万4,000円 

（５）契約金額 

３億470万円 

（６）契約の相手 

東京都中央区銀座七丁目14番１号 

    荏原実業株式会社 

     代表取締役 石 井  孝 

（７）工期 

契約締結の日の翌日から令和９年３月31日まで 

 

３ 工事の概要 

【機械設備工事】 

脱水機    汚泥脱水機          ２基 

 搔寄機    沈殿槽汚泥搔寄機       １基 

 各種装置   逆洗排水槽攪拌装置      １台 

        高分子凝集剤溶解装置     １基 

 各種水槽   凝集槽            １基 

 各種ポンプ  汚泥引抜ポンプ        ２台 

議案関係庶務報告Ｎｏ.３ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 
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        給泥ポンプ          ２台 

【電気設備工事】 

 計装機器   汚泥濃度計          ２基 

 

４ 参考資料 

（１）案内図 

別紙１のとおり 

（２）平面図 

別紙２のとおり 

（３）水元小合溜水処理フロー 

別紙３のとおり 
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別紙１ 

 

  

 

 
 

 

 

 

案 内 図 

水元小合溜 
水質浄化センター 
（葛飾区水元公園 
８番３号） 大場川 

水元小合溜 
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・汚泥脱水機 　    　　　　　　　２基
・沈殿槽汚泥搔寄機  　　　　　１基
・逆洗排水槽攪拌装置   　　　１台
・高分子凝集剤溶解装置  　　１基
・凝集槽　　　　   　　　　　　　　１基
・汚泥引抜ポンプ  　　　　　　　２台
・給泥ポンプ 　 　　　　　　　　　２台
・汚泥濃度計   　　　　　　　　　２基

　水質浄化センター　

計画平面図

水元小合溜

 平　面　図
大場川

主な工種

は改修範囲を示す。
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取水 処理水 　処理水

汚泥水 脱水して分離した水

汚泥水 　汚泥水 汚泥水 汚泥水 汚泥

上澄水

上澄水

※1　沈砂池:大場川の水から砂等の不純物を取り除く設備
※2　高速凝集沈殿ユニット:新しく導入した水質浄化システム。取水した水に凝集剤を用いて処理水と汚泥水に分離させる設備
※3　処理水槽:処理水を一時的にためておく設備
※4　逆洗排水槽:汚泥水を一時的にためておく設備。脱水機から出た分離した水もこちらに流入させている。
※5　凝集槽:汚泥水に凝集剤を注入して、さらに脱水しやすくする設備
※6　沈殿槽:上澄水と汚泥水を分ける設備
※7　上澄水槽:沈殿槽から出た上澄水を一時的にためておく設備
※8　濃縮汚泥貯槽:沈殿槽から出た汚泥水を一時的にためておく設備。通気ブロワで攪拌している。
※9　脱水機:汚泥水から水分をぬき、汚泥にする設備

水元小合溜水処理フロー

送水大

場

川

沈
砂
池

逆
洗
排
水
槽

処
理
水
槽

小

合

溜

凝
集
槽

上
澄
水
槽

沈
殿
槽

濃
縮
汚
泥
貯
槽

脱
水
機

脱
水

ケ―

キ

高
速
凝
集
沈
殿
ユ

ニ
ッ
ト

※1 ※2 ※3

※5※4 ※6

※7

※8 ※9

廃
棄

（原水流入管）

薬剤投入

薬剤投入 薬剤投入

Ｒ１－２工事

Ｒ４工事

※Ｒ５－６工事 電気設備工事

今回対象

※沈殿槽、逆洗排水槽は、一部更新
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「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（素案）について 

 

リサイクル清掃課 

 

１ 改定の進捗状況 

  一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の

規定により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処

理を行うため、区市町村において定めることが義務付けられている。 

本区においては、葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）を令和３年４月に策

定した。本計画は令和３年度から令和12年度までの10年間を計画期間とし、策定

後５年経過時に見直しを図ることとしているため、今年度見直しを実施していると

ころである。これまでに、現計画策定後の本区の状況や施策の達成状況を分析し、

国や東京都の政策等の変化を踏まえて、現状に対する課題を抽出した。今般、その

課題に対応した具体的な施策を再構築し、改定の素案として作成した。 

 

２ 素案の概要 

（１）基本理念 

「持続可能な資源循環型地域社会の形成を促進し、環境への負荷を低減させま

す！」 

（２）基本方針 

   「Ⅰ ごみの発生抑制・再使用の推進」 

   「Ⅱ 多様な資源循環の推進」 

   「Ⅲ 適正なごみ処理の推進」 

   ※基本理念及び基本方針は現計画を踏襲する。 

（３）計画目標の達成状況 

ア 区民一人一日当たりの家庭ごみ量 

減少傾向は続いており、概ね順調に推移している。 

 イ 事業系ごみ年間総排出量  

減少傾向は続いており、計画目標は達成している。 

一般庶務報告Ｎo.１ 

環 境 部 

令和７年１２月８日 
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 ウ 資源回収率 

増加傾向にはあるが、増加幅が緩やかである。 

（４）今後の施策の主な方針 

現行の取組を継続的に実施し、特に資源化に関する取組を強化していく。 

 

３ 資源化に関する今後の主な取組内容 

（１）オンラインコンテンツを積極的に活用し、資源とごみの分別に関する内容や食

品ロスの削減に関する内容等について、より広く啓発を行っていく。 

（２）「繊維 to 繊維」の取組や製品プラスチックの集積所回収といった新たな資源化

への取組について、引き続き推進することで区民の理解の定着を図りつつ、新た

な資源化品目を増やすことも検討していく。 

 

４ 素案及び概要版 

  【資料１、２】のとおり 

 

５ 今後の予定 

  令和７年12月   区民意見提出手続（パブリック・コメント）の実施 

～令和８年1月   

   令和８年３月   建設環境委員会へ庶務報告 

一般廃棄物処理基本計画（第４次）の改定 

 

６ 区民意見提出手続（パブリック・コメント）の閲覧場所 

（１）閲覧場所  

区政情報コーナー、区民事務所、区民サービスコーナー、図書館、 

清掃事務所、リサイクル清掃課 

（２）その他 

   区ホームページに掲載 



【資料１】

















【資料２】
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（億円）

予算 内、特別区分担金 財政見込 内、特別区分担金 財政見込 内、特別区分担金

歳出規模 1,046 1,265 1,459
歳入規模 1,046 520 1,265 560 1,459 600

財政収支計画
令和７年度 令和８年度 令和９年度

 

 

東京二十三区清掃一部事務組合の財政計画について 

 

                              リサイクル清掃課 

 

  家庭ごみ等の焼却、破砕等の中間処理を共同で実施するため、23区では特別地方

公共団体の東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）を設置し

ている。 

清掃一組では令和７年度からの３か年を期間とした「財政計画２０２５」を発表

した。歳入では、主な自主財源である廃棄物処理手数料収入について、持込ごみ量

がコロナ禍前の水準までは戻らないものの、徐々に増加することを見込んでいる。

一方で電力エネルギー売払収入は、上昇を続けていた売電価格が令和３年度以前の

水準に戻りつつあり、減収になると見込んでいる。歳出では、物価高騰及び労務単

価の上昇が続く中、清掃工場の整備費や老朽化した施設の維持管理費等が増加する

ことが見込まれる。また、23区共通の課題である最終処分量削減のため、焼却灰の

資源化事業について引き続き求められており、その運搬及び処理業務委託には多額

の経費が必要である。こうした状況から、令和９年度の予算規模は過去最大の財政

となり、特別区分担金の増額が見込まれるとしている。 

 

１ 財政計画２０２５の概要（添付の【資料】財政計画 ２０２５を抜粋） 

（１）財政収支計画（資料２ページ） 

ア 財政規模 

     

 

 

 

（２）財政計画２０２５の要点（資料３～４ページ） 

   ア 歳入 

一般庶務報告Ｎｏ.２ 

環 境 部 

令和７年１２月８日 
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①特別区分担金 

令和７年度：520億円 、令和８年度：560億円、 令和９年度：600億円 

・将来の公債費負担比率を考慮し、組合債を発行するとともに、基金残 

高を踏まえた繰入金を活用した上で設定 

②廃棄物処理手数料 

令和７年度：151億円 、令和８年度：153億円、 令和９年度：155億円 

・持込みごみ等の量はコロナ禍前の水準までは戻らないものの、増加傾 

向を見込む 

      ③電力エネルギー売払収入 

       令和７年度：104億円、令和８年度:99億円、令和９年度：100億円 

       ・燃料価格の低下に伴い売電単価が減少することから、減収を見込む 

    イ 歳出 

      ①焼却灰の資源化 

       令和７年度：66億円、令和８年度：67億円、令和９年度：69億円 

       ・東京都の最終処分量計画目標値などを踏まえ、必要な経費を計上 

       ②施設整備費 

令和７年度：270億円、令和８年度：505億円、令和９年度：671億円 

        ・江戸川・北・世田谷清掃工場の建替え、新江東・渋谷工場の延命化、

中防不燃・粗大ごみ処理施設整備など 

       ③公債費 

令和７年度：64億円、令和８年度：76億円、令和９年度：81億円 

       ・借入利率は増加傾向にあるが、令和６年度実績の1.8％で算出 

（３）各種の取組（資料５～８ページ） 

  ア 自主財源の確保 

     廃棄物処理条例に基づき、廃棄物の処理費用に対する手数料を徴収し

ており、徴収額はごみ量によって増減する。清掃一組では、特別区分担

金に次ぐ主要な財源で、適正な徴収に努める。また、ごみ焼却により発

生する熱エネルギーを発電や熱供給に有効利用し、作られた電気や高温

水などを事業者へ売却することにより、収入を確保する。 
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イ 財政基盤の強化（組合債の発行） 

 組合債の残高は清掃工場等の建替え等に係る経費に連動し増加する。

そのため、施設整備費の経費縮減に取り組み、循環型社会形成推進交付

金等を確保したうえで、施設整備計画を着実に進める財源として、また、

特別区分担金の平準化を図るために組合債を活用し、財源対策を図って

いく。同時に、後年度の組合債残高及び公債費負担を考慮し、発行抑制

にも取り組んでいく。 

    ウ 計画的、安定的な財政運営 

       施設整備費が大幅増になることから、基金残高合計は令和９年度末に

は151億円まで減少する見込みである。増大する施設整備費に対応するた

め、積極的な経費削減と財源確保に取り組むとともに、令和６年度に新

設した施設整備基金を活用し、財政運営の透明性についても高めていく。 

 

２ 葛飾区への影響 

   下表のとおり、清掃一組の特別区分担金は増額の推計をしている。 

   葛飾区の負担額を抑制するために、今後もごみ減量に取り組んでいく。 

  

 

    

 

 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

450.0 480.0 520.0 560.0 600.0
20.9 20.8 22.2 24.2 26.4

区収集相当分 4.72% 4.69% 4.67% 4.65% 4.63%
持込相当分 2.91% 2.82% 2.73% 2.64% 2.55%

特別区　分担金 実績 推計（※３）

23区全体（億円）

葛飾区（億円）※１
ごみ量割合

概算時（※２）

※１　清掃一組の分担金は各区のごみ搬入量等に応じて按分・調整している。
※２　各年度の分担金は概算で算定し、ごみ量が確定する２年後に清算している。
※３　23区全体を除く令和８、９年度の推計は葛飾区独自の推計である。
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１ 財政計画 2025 について 

財政計画 2025 は、「区民の信頼に応える安全で安定した清掃工場等の

効率的運営」という東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」

という。）の経営理念のもとに策定した「基本計画・実施計画」「施設整

備計画」といった基幹的な事業計画などを具体的に数値化し、令和７年

度から令和９年度までの３か年の財政見込みを示すものである。 

なお、財政計画 2025 については、令和６年度に改定予定であった第６

次「一般廃棄物処理基本計画」（以下「一廃計画」という。）の原案と合

わせて作成する予定であったが、第６次一廃計画の改定スケジュールが

変更となったため、今回は現行の第５次一廃計画における「施設整備計

画」等を踏まえ作成した。 

 

２ 財政計画 2025 作成に当たっての基本的な考え方 

財政計画 2025 における計画額は、令和７年２月時点での物価等を基に

算出している。 

歳入では、主な自主財源である廃棄物処理手数料収入について、持込

ごみ量がコロナ禍前の水準までは戻らないものの、徐々に増加すること

を見込んでいる。一方で電力エネルギー売払収入は、上昇を続けていた

売電価格が令和３年度以前の水準に戻りつつあり、減収になると見込ん

でいる。 

歳出では、物価高騰及び労務単価の上昇が続く中、清掃工場の整備費

や老朽化した施設の維持管理費等が増加することが見込まれる。また、

２３区共通の課題である最終処分量削減のため、焼却灰の資源化事業に

ついて引き続き求められており、その運搬及び処理業務委託には多額の

経費が必要である。こうした状況から、令和９年度の予算規模は過去最

大の 1,459 億円になると見込んでいる。 

大きく変化する社会経済状況に的確に対応し、「安全で安定的な中間

処理」を持続可能なものとするために、「基本計画・実施計画」におけ

る分野別の事業計画や方針等を反映し、中長期的な視点をもって３か年

の財政収支を見込む。 
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３ 令和７年度～令和９年度財政収支計画                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※表の増減率は、千円単位の数値をもとに算出したものである。 

 

【財 政 規 模】 
令和７年度:1,046億円、令和８年度:1,265億円、令和９年度:1,459億円 

 
【歳 出】 
① 職員費は、職員数及び退職手当等により見込んだ。 

 

② 工場等運営費は、委託内容を精査したほか、施設整備計画を踏まえ、機器の更新時期を見

直すなどの歳出削減努力の継続実施を前提に、維持補修費、運営費等を見込んだ。また、最

終処分量の削減を図ることを目的として、焼却灰の資源化に係る経費も見込んだ。 

 

③ 施設整備費は、既に契約済みの江戸川、北清掃工場の建替え、新江東清掃工場の延命化、
中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備に要する経費のほか、令和７年度当初予算において債

務負担行為限度額を設定した世田谷清掃工場の建替えに要する経費等を計上した。また、
渋谷清掃工場の未取得用地の取得等に係る経費を見込んだ。 

 
④ 公債費は、過去の組合債発行状況を鑑み、今後発行予定の組合債償還額等を見込んだ。 

 

【歳 入】 
① 使用料及び手数料は、主に廃棄物処理手数料を中心に見込んだ。 

 

② 国庫支出金は、江戸川、北及び世田谷清掃工場の建替え、新江東及び渋谷清掃工場の延命

化、中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備等に対する国庫補助金等を見込んだ。 

 

③ 施設整備基金繰入金は、施設整備費における一般財源所要額１／２の繰り入れを見込ん

だ。 

 

④ 組合債は、江戸川、北及び世田谷清掃工場の建替え、新江東及び渋谷清掃工場の延命化、

中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備等に係る起債額を見込んだ。 

 

⑤ 諸収入等は、主に電力や熱エネルギーの売払収入を中心に見込んだ。 

予 算 伸率 財政見込 伸率 財政見込 伸率

職員費 114 △ 1.3 118 3.9 115 △ 2.9

工場等運営費 558 11.4 550 △ 1.6 556 1.2

施設整備費 270 △ 13.3 505 87.1 671 32.8

公債費 64 18.0 76 17.3 81 8.0

その他 40 168.9 16 △ 58.7 36 117.9

歳出規模　Ａ 1,046 4.9 1,265 20.9 1,459 15.3

使用料及び手数料 151 △ 1.7 153 1.6 156 1.5

国庫支出金 82 33.0 131 60.6 176 34.6

施設整備基金繰入金 43 皆増 75 73.7 74 △ 0.3

組合債 93 △ 32.0 219 134.4 340 55.7

諸収入等 115 △ 10.7 110 △ 4.3 113 1.3

484 0.6 688 42.1 859 24.8

特別区分担金 520 8.3 560 7.7 600 7.1

財政調整基金繰入金 42 17.7 17 △ 60.6 0 皆減

562 9.0 577 2.6 600 4.1

1,046 4.9 1,265 20.9 1,459 15.3歳入規模

財 政 収 支 計 画

R8年度 R9年度R7年度

一般財源　Ａ－Ｂ

特定財源　Ｂ
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４ 財政計画2025 の要点                       

【歳 入】 
① 特別区分担金 

令和７年度:520億円、令和８年度:560億円、令和９年度:600億円 

 
・ 将来の公債費負担比率を考慮し、組合債を発行するとともに、基金残高を踏まえた繰
入金を活用したうえで設定した。 
 

・ 令和９年度には施設整備費の増により予算規模が 1,400 億円を超える一方で、自主財

源である廃棄物処理手数料や電力エネルギー売払収入の大幅な増収は見込めないことか
ら、経営改革の取組を反映しても特別区分担金の増額が見込まれる。 

 

 

② 廃棄物処理手数料 

令和７年度:151億円、令和８年度:153億円、令和９年度:155億円 
  

・ 令和７年度以降の持込ごみ等量はコロナ禍前の水準までは戻らないものの、増加傾向 

を見込んでいる。 
 
③ 電力エネルギー売払収入 

令和７年度:104億円、令和８年度:99億円、令和９年度:100億円 
 

・ 令和７年度以降は、燃料価格の低下に伴い売電単価が減少することから、減収を見込

んでいる。  
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【歳 出】 
① 焼却灰の資源化 

令和７年度:66億円、令和８年度:67億円、令和９年度:69億円 

 

・ 東京都の最終処分量計画目標値などを踏まえ、必要な経費を計上した。 

 

 
 

② 施設整備費 

令和７年度:270億円、令和８年度:505億円、令和９年度:671億円 

  
  ※計画期間は赤色、参考期間は青色の矢印で示す。 
  ※矢印は、予算を計上する見込みの期間を示す。 
 
③ 公債費 

令和７年度:64億円、令和８年度:76億円、令和９年度:81億円 

 
・ 借入利率は増加傾向にあるが、令和６年度実績の1.8％で算出した。 

(単位：ｔ)

一般廃棄物処理
基本計画

資源化見込
一般廃棄物処理

基本計画
処分量見込

R7年度 112,000 112,000 228,000 194,000

R8年度 121,000 112,000 223,000 177,000

R9年度 130,000 112,000 212,000 178,000

焼却灰の資源化計画 最終処分量の計画

R7
年度

R8
年度

R9
年度

R10
年度

R11
年度

R12
年度

R13
年度

R14
年度

R15
年度

R16
年度

建設

延命化

269.75億円 504.86億円 670.59億円

中央清掃工場の延命化

板橋清掃工場の建設

期　間

世田谷清掃工場の建設

財政計画２０２５ 参　考

新江東清掃工場の延命化

豊島清掃工場の延命化

江戸川清掃工場の建設

墨田清掃工場の
リニューアル

北清掃工場の建設

事業名

渋谷清掃工場

合　計

多摩川清掃工場の建設

中防不燃・粗大ごみ
処理施設の整備

0.66億円

168.16億円

15.33億円

4.89億円

0.47億円

6.96億円

1.29億円

0.04億円

71.95億円

235.16億円

265.88億円

195.65億円

10.14億円

2.95億円

35億円

1.34億円

1.17億円

103.21億円

315.1億円

9.85億円
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５　各種の取組
　

(1) 自主財源の確保

① 廃棄物処理手数料

自主財源の確保

　※ 手数料収入に係る持込ごみ等量は、手数料徴収時のごみ量であり、搬入量と差が生じる。

　※ 手数料単価について、持込ごみは17.5円/kg（令和5年10月改定）、

管路収集ごみは46.0円/kg（令和5年10月改定）

② 電力エネルギー売払収入等

【①＋②】主な自主財源の推移

　廃棄物処理条例に基づき、廃棄物の処理費用に対する手数料を徴収しており、徴収額はご
み量によって増減する。清掃一組では、特別区分担金に次ぐ主要な財源で、適正な徴収に努
める。

　ごみ焼却により発生する熱エネルギーを発電や熱供給に有効利用し、作られた電気や高温
水などを事業者へ売却することにより、収入を確保する。

15,594 15,707 
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12,721 14,222

10,900 10,389 9,907 10,036

777,528 782,373 748,754
708,384 712,800

718,375 704,431 730,290 706,983 719,654
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2,000

4,000
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10,000

12,000
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H30決 R1決 R2決 R3決 R4決 R5決 R6決 R7予 R8推 R9推

電力エネルギー売払収入額及び売電量の推移
電力エネルギー売払収入 売 電 量百万円

千kWh

H30決算 R1決算 R2決算 R3決算 R4決算 R5決算 R6決算 R7当初 R8推計 R9推計

廃棄物処理手数料 15,594 15,707 11,805 12,074 12,897 13,875 14,800 15,066 15,308 15,532

電力エネルギー
売払収入

10,599 10,659 9,470 8,670 12,721 14,222 10,900 10,389 9,907 10,036

合　　計 26,193 26,366 21,275 20,744 25,618 28,097 25,700 25,455 25,215 25,568

（単位：百万円）
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(2) 財政基盤の強化(組合債の発行）

※　組合債は、特定資金公共投資事業債を除く。

※　元金償還:直近実績から借入先を財政融資資金と仮定し、据置期間を3年とする。
※　特定資金公共投資事業債の償還額は除く。

　今後、組合債の残高は清掃工場等の建替え、リニューアル、延命化等に係る経費に連動す
る形で増加していく。
　そのため、施設整備費の経費縮減に取り組み、循環型社会形成推進交付金等を確保したう
えで、施設整備計画を着実に進める財源として、また、特別区分担金の平準化を図るために
組合債を活用し、財源対策を図っていく。
　同時に、後年度の組合債残高及び公債費負担を考慮し、発行抑制にも取り組んでいく。

　令和９年度の組合債残高は1,310億円程度となる見込みであり、後年度にかけ公債費負担も
増加していく。また、令和3年度以降に発行した100億円超の組合債の元金償還が、令和７年
度より順次開始されることなどにより、公債費が増加していく見込みである。
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【参考】令和13年度までの元金償還額の推移

元金償還額 参考期間
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(3) 計画的、安定的な財政運営

① 一般財源所要額の増減

　

※ 上記の数値は一般財源ベースの金額を使用

　歳出規模から、使用料及び手数料、国庫支出金、施設整備基金繰入金、組合債、諸収入等
（電力エネルギー売払収入等）を減じた一般財源所要額を、年度別、経費区分別に表したも
のが以下のグラフである。
　施設整備費と公債費の増減により大きく影響を受ける。

　今後、老朽化が進む清掃工場の維持管理や建替え等に要する経費の増大により、予算規模
も拡大傾向となるが、令和６年度に新たに設置した施設整備基金を活用して一般財源所要額
の平準化を図っている。一般財源の大半を占める分担金の年度間変動を最小限に抑えるた
め、基金を活用しながら中長期的な視点を持って財政運営を行う。
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1 5 7 19 50 72 82 99 118 127 134 125 117
91 85 68 36 31 36 38 40 41 39 45 54

64 76
81

67 91 67 77
76

77 52 43 41 38 43
28 45

48
112

42
38

83 104 83
124 104 129 105

114 52 80
81

(36) (47)
(57)

(66)
(67)

(69)
144

145
145 127

127
151 172

209 188 204 207
220 203

183
148

117
129

137
130 147

178 224
209 228

218 292
287

287

387
416

390388
415

465477
519510

531531516503

454
476

356
334

383399395

468
492500502516

562577
600

0

100

200

300

400

500

600

700

億円
一般財源所要額の推移

工場等運営費 ( )うち灰の資源化
施設整備費 公債費
職員費・その他
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② 基金の活用

　電力エネルギー売払収入の減少や老朽化が進む清掃工場の維持管理に要する経費の増の
影響等により、令和７年度末の基金残高合計は令和６年度末から10億円の減となる198億円
の見込みである。また、令和８年度以降は施設整備費が大幅な増となることから令和９年
度末には151億円まで減少する見込みとなっている。
　増大する施設整備費に対応するため、積極的な経費削減と財源確保に取り組むととも
に、施設整備基金を活用し、財政運営の透明性についても高めていく。
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億円 基金残高の推移
施設整備基金

財政調整基金

H12決算 H13決算 H14決算 H15決算 H16決算 H17決算 H18決算 H19決算 H20決算 H21決算

繰 入 額 0 0 0 0 28 75 80 83 69 72
積 立 額 0 68 47 41 35 75 62 79 82 99
年 度末 残高 0 68 115 157 163 163 145 141 154 180

H22決算 H23決算 H24決算 H25決算 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算 H30決算 R1決算

繰 入 額 112 115 89 62 104 30 19 49 73 88
積 立 額 108 110 114 113 132 66 80 71 62 60
年 度末 残高 176 172 197 247 275 311 372 394 383 355

R2決算 R3決算 R4決算 R5決算 R6決算 R7当初 R8推計 R9推計

繰 入 額 110 102 94 52 38 85 92 74
積 立 額 10 61 55 66 54 75 50 69
年 度末 残高 256 215 177 192 208 198 156 151
【基金の内訳】

R6決算 R7当初 R8推計 R9推計

繰 入 額 38 42 16 0
積 立 額 0 0 5 0
年 度 末 残 高 154 112 101 101

R6決算 R7当初 R8推計 R9推計

繰 入 額 0 43 75 74
積 立 額 54 75 45 69
年 度 末 残 高 54 86 55 50

※令和６年１２月に施設整備基金を設置

財政調整
基金

施設整備
基金
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６ おわりに 

物価高騰及び労務単価の上昇が続く中、平成初頭に建設された多くの清

掃工場が、順次建替え等の更新時期を迎えているため、施設整備費が大幅

に増加しているとともに、施設の老朽化に伴う維持補修などの工場等運営

費も減少を見込むことができない。また、２３区共通の課題である最終処

分量の削減は、引き続き求められており、焼却灰の資源化事業に係る運搬・

処理業務委託には多額の経費が必要となっている。さらに、令和７年度よ

り始まる令和３年度以降の組合債の元金償還や借入利率の上昇傾向によ

り、公債費が増加していくことは明らかである。 

一方で、自主財源である廃棄物処理手数料収入については、持込ごみ量

がコロナ禍前の水準に徐々に戻りつつあることから、増収を見込んではい

るものの、ごみ減量施策の効果によっては、減収となることも想定され、

また、売電単価に大きく左右される電力エネルギー売払収入についても先

行きは不透明である。 

そのため、基金残高の減少を抑制することは難しく、また、組合債残高

は令和９年度には過去最高額の 1,310 億円程度となることが見込まれ、大

変厳しい財政状況にある。 

こうした状況下にあっても、２３区民の生活環境の維持に欠かせないご

みの中間処理を、安全で安定的に行っていくためには、経費縮減と自主財

源確保の取組を着実に進めていくことが重要である。また、前例に捉われ

ることなく事業を徹底して見直していくとともに、清掃工場の整備手法や

管理運営のあり方についても検討を進めるなど、抜本的な対策にも取り組

んでいかなければならない。 

今後も２３区民からの理解と信頼のもと、清掃一組の財政運営を持続可

能なものとしていくために、引き続き２３区と強固な連携を図りながら、

不断の経営努力を継続していく。 
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清掃事務所の省エネルギーの実績について 

 

                              清掃事務所 

 

１ 概要 

令和６年10月に清掃事務所が移転してから１年が経過した。本施設は、区の施設

として初めてZEB Ready認証を取得し、その設計に基づいて建設されたことから、運

用開始後の省エネルギー実績について算出した。 

 

２ 省エネルギーの実績 

（１）算出結果 

 基準値※ 設計値 実績値 

年間消費エネルギー 4,976ＧＪ 2,490ＧＪ 2,857ＧＪ 

年間光熱費 14.6百万円 7.3百万円 8.4百万円 

年間ＣＯ２排出量 198ｔ 99ｔ 113ｔ 

 

（２）分析 

   基準値と比較すると、年間光熱費は約6.2百万円の削減、年間ＣＯ２排出量は約

85ｔの削減ができた。 

一方で、年間消費エネルギーの実績値は設計値より高くなっている。これは、

設計値では夏季の空調の設定温度が27℃となっているが、清掃事務所では熱中症

                         

※ 「基準値」「設計値」とは、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年

法律第53号）」に定められた方法により、清掃事務所の省エネ性能を算定したもの。「基準値

」は、法律上建物が満たすべき性能を、「設計値」は、実際に設計した建物の性能（ZEB Ready

認証）を示している。 

   表中の「基準値」及び「設計値」の数値は、「実績値」と比較するため、法定上の計算方法

との勤務日数の差などによる補正を加えたものを記している。 

一般庶務報告Ｎｏ.３ 

環 境 部 

令和７年１２月８日 

１ 

※ 



対策のために、空調の設定温度を一部低めに設定している等の事情によるもので

ある。 

 

（３）今後の取組 

今回の分析の結果、執務室や休憩室の空調が最大出力で稼働する時間帯が長く

なっていることから、今後は、職員の体調など安全衛生に気を配りつつ、消費エ

ネルギーを抑えるための工夫を行っていく。 

 

２ 
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東立石自転車置場の廃止について 

 

                                交通政策課 

１ 趣旨 

  東立石自転車置場は、かわばたコミュニティ通り上に設置されている無料の自転

車置場である。 

無料の自転車置場については、民営自転車駐車場への民業圧迫を防ぐとともに、

受益者負担の原則を踏まえ、有料の自転車駐車場へ転換を行っており、本置場につ

いても、当該コミュニティ通りの改修工事に合わせて廃止するもの 

   

２ 自転車置場及び自転車駐車場位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 東立石自転車置場の概要 

  収納台数 約130台 

  駐輪台数 約111台（令和７年11月12日時点） 

 

一般庶務報告Ｎｏ.１ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 
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４ 今後の予定 

  令和８年３月  令和８年第１回区議会定例会 

           葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の改正 

  令和８年４月～ 廃止について利用者へお知らせ 

          代替自転車駐車場の紹介、誘導 

  令和８年度   一部閉鎖予定 

  令和９年度   閉鎖予定 
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金町駅北口自転車駐車場の設備更新について 

交通政策課 

 

１ 趣旨 

  金町駅北口自転車駐車場（東側）・金町駅北口自転車駐車場（東金町側）におけ

る自転車ラック等の設備は、設置から約30年が経過し老朽化が進んでおり、更新を

検討している。 

   

２ 自転車駐車場位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設置予定の設備概要 

  定期利用部分については、垂直二段式縦型ラックとスライド式ラックを設置し、

スペースを有効活用することにより収納台数の確保を図る。 

  一時利用部分については、個別ロック式電磁ラックを設置し、現金だけでなく、

キャッシュレス決済（交通系IC）に対応することで、利便性向上と運営の効率化を

図る。また、引き続き子乗せ自転車にも対応可能な平置きスペースを整備する。 

一般庶務報告Ｎｏ.２ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 
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 イメージ（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

    垂直二段式縦型ラック              スライド式ラック 

 

 

 

 

 

 

 

 個別ロック式電磁ラック 

 

４ ラックの撤去及び設置 

  更新箇所が広範囲にわたることから、施工箇所を区切って撤去及び設置を繰り返

すことで、自転車駐車場を運営しながらの設備更新を行う。施工中は周辺区営自転

車駐車場を代替施設として案内する。 

ラックの調達、定期利用者への事前のお知らせ、一時利用者への現地での案内な

どの工程管理を適切に行うため、日常の管理運営業務と合わせて、入札により広く

受託事業者を募る予定である。 

 

５ 今後の予定 

  令和８年度 金町駅北口自転車駐車場（東金町側）ラックの入替工事 

令和８～９年度 金町駅北口自転車駐車場（東側）ラックの入替工事 
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新小岩駅周辺の街づくりについて 

 

                           新小岩街づくり担当課 

 

１ 新小岩駅南口地区の街づくりについて 

新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業のＡ街区については、令和７年８月

の工事着手を目指して解体工事を進めていたところであるが、地下構造物（地下

ピット等）を撤去したところ、新たに発見された基礎杭が新築工事の支障となる

ため、工事スケジュールが変更となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）Ａ街区工事スケジュール 

ア 解体工事  変更前 令和６年４月～令和７年７月 

変更後 令和６年４月～令和７年11月30日 

イ 新築工事  変更前 令和７年８月～令和10年１月 

変更後 令和７年12月１日～令和10年５月31日（予定） 

 

２）今後の予定 

Ｂ街区については、昨今の物価高騰や人手不足などの社会情勢を踏まえながら、

施工計画の精査及び施工業者の選定方法の検討を慎重に行い、準備を進めていく

予定である。 

ア Ｂ街区解体工事の工期       検討中 

イ Ｂ街区新築工事（事業計画の工期） 令和９年10月～令和14年４月 

一般庶務報告Ｎｏ.３ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 

市街地再開発事業の区域 
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義務付け等請求事件の判決及び控訴の提起について 

 

                         立石駅北街づくり担当課 

 

 令和６年４月11日に訴えを提起された義務付け等請求事件について、令和７年９月

19日に判決の言渡しがあったため、判決の内容を報告するとともに、同年10月２日付

けで控訴の提起があったことについて報告するもの 

 

１ 原告の主張 

  葛飾区長の職にあった青木克德がした次の各行為は、地方自治法第242条の２第１

項第４号にいう「財産の処分」又は「財産の管理を怠る事実」に該当することから、

被告はこれらの損害を回復するために青木克德に対し損害賠償請求を行わなければ

ならない。 

①組合に対し権利変換計画について同意したこと。 

②組合の総会において権利変換計画の議案につき賛成したこと。 

③当該総会へ出席して反対しなかったこと。 

④事業の権利変換に関する処分の日までに①の同意を撤回しなかったこと。 

⑤事業の権利変換に関する処分の日までに②の賛成を撤回しなかったこと。 

 

２ 訴訟の内容 

⑴ 事件名 ※※※※※※※※ ※※※ 義務付け等請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

 ⑶ 原告 

別紙１原告目録のとおり 

 ⑷ 被告 

 葛飾区長 

 ⑸ 請求の趣旨 

一般庶務報告Ｎｏ.４ 
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  ア 被告葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円及びこ

れに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員を請求

せよ 

  イ 訴訟費用は被告の負担とする 

  との判決を求める。 

 ⑹ 第一審の判決の趣旨 

  ア 本件訴えのうち、１①から④までの部分を却下する。 

  イ 原告らのその余の請求を棄却する。 

  ウ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 ⑺ 第一審の判決の理由 

  ア １①は、法令上の規定に基づいてされたものではなく、何らの法的効果も有

しない事実上の行為に過ぎないから「財産の処分」には当たらず、そうである

以上、１④が「財産の管理を怠る事実」に当たるということもできないことか

ら、住民訴訟の対象とならないため不適法である。 

  イ １②は「財産の管理」に当たり、１③は「財産の管理を怠る事実」に当たる

が、本件監査請求は令和６年２月29日にされたものであり、１②については令

和４年12月24日にあったものといえ、１③は同日に終わったものであるといえ

るため、１年の監査請求期間を徒過した後にされたものであることから、適法

な監査請求の前置を欠くものである。 

  ウ １⑤は「財産の管理を怠る事実」に当たるが、青木克德は議決権を行使して

おらず、原告らの主張は前提を欠くため理由がない。 

 

３ 控訴の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 義務付け等請求控訴事件 

⑵ 裁判所 東京高等裁判所 

⑶ 控訴人  

別紙２控訴人目録のとおり 

⑷ 被控訴人 

  葛飾区長 
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⑸ 控訴の趣旨 

 ア 原判決を取り消す。 

 イ 被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円  

及びこれに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員

を請求せよ。 

ウ 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 

との判決を求める。 

⑹ 控訴の理由 

  原判決につき、次のとおり、法解釈の誤り及び審理不尽があるため 

ア 監査請求期間の起算点は、組合の総会の開催日である令和４年12月24日では

なく、権利変換期日である令和５年６月30日とすべきであるから法解釈を誤っ

ている。 

 イ 地方自治法第242条第２項ただし書の「正当な理由」があるので本件監査請求

は適法であるから法解釈を誤っている。 

 ウ 地方自治法第242条第２項ただし書の「正当な理由」について十分に審理して

おらず釈明義務違反が認められる。 

エ 権利変換に対する同意書の提出は財務会計行為と判断すべきであり、法解釈

を誤っている。 

 オ 権利床価格の違法性について判断しておらず審理不尽の違法がある。 

 

４ 事件の経過 

 ⑴ 令和６年４月11日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和６年５

月24日） 

⑵ 令和６年７月19日 第１回口頭弁論期日 

⑶ 令和６年10月30日 第２回口頭弁論期日 

⑷ 令和７年１月28日 第３回口頭弁論期日 

⑸ 令和７年５月13日 第４回口頭弁論期日 

⑹ 令和７年７月22日 第５回口頭弁論期日 

⑺ 令和７年９月19日 判決言渡期日 



4 

 

⑻ 令和７年10月２日 控訴の提起（葛飾区へ控訴状が送達されたのは、同月30日） 

⑼ 令和８年１月20日 口頭弁論期日 

 

５ 区の方針 

  特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴する。 

 

 

 

















 

 

立石エリアまちづくり協議会について 

 

                           立石駅南街づくり担当課 

 

１ 立石エリアまちづくり協議会の設立 

立石地域における課題の検討や情報共有の場となる「まちづくり組織」の設立を

望む地域の方々の声を受け、自治町会や商店会等の代表の方々と令和５年度から取

組を開始した。令和６年度にはまちづくり協議会の準備会が設立され、目指すべき

まちの姿や活動目的、協議会の体制など具体的な検討を重ねてきた。 

この度、令和７年11月21日に第１回立石エリアまちづくり協議会が開催され、そ

の名称は「おっと！立石」に決定された。 

【資料１】 

今後のスケジュール 

令和８（2026）年度  未来ビジョン策定・アクションプランの検討 

令和９（2027）年度  アクションプランの検討・取組の実践等 

 

立石エリアまちづくり協議会の範囲 

 

 

一般庶務報告Ｎｏ.５ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 
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１ 設立までの経緯

立石エリアまちづくり協議会の設立
資料１

現在
準備会

令和５年度
（2023年度）

■ まちづくり組織設立に向けた概要説明（各団体）：10回
■ 意見交換会（各団体）：４回

・日頃感じている課題、魅力について

令和６年度
（2024年度）

■ 意見交換会（各団体）：４回
・立石エリアで取り組みたいこと

■ 第１回 準備会（Ｒ６.11.18 準備会設立）
・準備会の活動趣旨等について
・まちのあり方について
・「まちづくり協議会」の体制（メンバー）について

■ 第２回 準備会
・協議会の体制（メンバー）について
・準備会参加者の関心ごとの深掘り

令和７年度
（2025年度）

■ 第３回 準備会
・協議会の体制（メンバー）について
・協議会の名称検討

■ 第４回 準備会
・協議会の名称検討
・協議会の設立に向けて

令和７年11月21日 第１回まちづくり協議会を開催、設立
名称：「おっと！立石」
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３ 今後の展望

２ 協議会の概要・構成

２）構成

【会員】

・立石エリア内の自治町会

・立石駅周辺の商店会

・その他、協議会において

特に必要があると認める者

※第１回時点の会員は29名

【事務局】

葛飾区都市整備部都市計画課

１）概要

【名称】

立石エリアまちづくり協議会『おっと！立石』

【目的】

当エリアの多様な関係団体等が一体となって

まちづくりについて協議・調整を行い、地域力

の維持と魅力向上に資することを目的とする。

【活動内容】

・ビジョンの策定及び改定、実現に向けた検討

・会員間の情報共有や意見交換 ほか

令和１１年度以降

ランニング期
令和９～１0年度

パイロット期
令和7～8年度

ビジョン期

ブランディング
部会（仮）

立石駅前
部会（仮）

防災部会
（仮）

その他の
部会

防災部会
（仮）

その他の
部会

エリアマネジメント団体？？
（一般社団法人）
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密集住宅市街地整備促進事業の進捗状況について 

 

                  

           密集地域整備担当課 

 

１ 密集事業の進捗状況 

東立石、堀切、西新小岩の各地域の一部地区では、密集住宅市街地整備促進事業

により、幅員６ｍの主要生活道路等の整備を行い、地区内の防災性・住環境の向上

を図っている。 

令和６年度から事業着手した西新小岩五丁目地区では、現在、建物等調査・補償

算定を進めており、順次、契約に向けた折衝を行っている。なお、事業の進捗状況

を鑑み、令和６年度までとしていた事業期間を東立石四丁目地区については令和10

年度、堀切二丁目周辺及び四丁目地区については令和11年度まで延伸した。 

 

・道路用地取得及び整備状況【表１】 

・主要生活道路拡幅等整備の状況【資料１】 
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表１ 道路用地取得及び整備状況 

面積（㎡） 率（％） 延長（ｍ） 率（％）

東立石
四丁目

H20～R10 2,266 89 1,104 100

堀切二丁目周
辺及び四丁目

H27～R11 370 38 245 26

西新小岩
五丁目

R6～R15 0 0 0 0

令和８年３月末見込

道路整備
地　区

事業期間
（年度）

道路用地取得

※堀切二丁目周辺及び四丁目地区は、敷地後退後のＬ形側溝整備延長及び率を記載。

※この表に示した面積のほか、東立石四丁目地区においては公園用地として216㎡を

　取得している。

※用地取得基金からの取得面積及び率を記載。
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主要生活道路拡幅等整備の状況 

密集住宅市街地整備促進事業（３地区） 

 

                    

 

堀切二丁目周辺 
及び四丁目地区 

東立石四丁目地区 

西新小岩五丁目地区 

資料１ 

【凡例】 

整備済み 

 

整備予定 

 

現況幅員６ｍ 

 

事業区域 
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２ 不燃化特区の進捗状況 

本区では、木造住宅密集地域において、特に改善を必要としている４地区につい

て、東京都から不燃化特区の指定を受け、燃えにくい住宅への建替えと老朽建築物

の除却などを支援することで災害に強く安全・安心なまちづくりを推進している。 

令和７年３月に東京都が改定した「防災都市づくり推進計画の基本方針」におい

て、不燃化特区制度が令和12年度まで継続されることが示された。今後、区として

都の支援制度を活用しながらこれまで以上に効果的な取組を進め、引き続き不燃化

特区４地区の不燃化を推進していく。 

                                                                                                                             

 ・老朽建築物建替え助成の状況【表２】 

 ・老朽建築物等除却助成の状況【表３】 

 ・不燃領域率の状況【表４】 

 ・不燃化特区４地区【資料２】 

 

表２ 老朽建築物建替え助成の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　地区 ＼ 年度 ※H25～H30 R1 R2 R3 R4 ※R5 R６ R７ 計

四つ木一・二

（H25.4～）

東四つ木三・四

（H25.12～）

東立石四

（H26.4～）

堀切二・四

（H26.4～）

108件

(平均年間18件)

※H26年度より、不燃化特区内建替え助成限度額　200万円に拡充。

※H29年度より、旧耐震基準外で耐用年数2/3を経過した住宅を対象とする不燃化建替え助成を制度化。

※R５年度より、新築建物の規模と構造に応じて建築工事費の一部を助成するよう制度を拡充。

令和８年３月末見込

4件 9件 216件

5件

6件

1件

11件

23件

4件 60件

38件

34件

3件 5件 84件

0件

計 26件 16件 15件 15件

42件 8件 3件 3件 9件

22件 6件 1件 2件 2件 0件

0件 0件

2件 1件

2件

28件 7件 8件 4件

16件 5件 4件 6件
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表３ 老朽建築物等除却助成の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 不燃領域率の状況 

地区 
面積 
（ha） 

特区指定 
年次 

不燃領域率（％） 

密集着手時 ※1 H28 R6 上昇値 

四つ木一・二 28.1 H２５年 ４月 42.4 61.2 68.0 6.8 

東四つ木三・四 40.0 H２５年１２月 35.2 49.6 62.1 12.5 

東立石四 19.5 H２６年 ４月 49.8 53.5 61.1 7.6 

堀切二・四 68.5 H２６年 ４月 ※2 50.0 53.5 59.8 6.3 
 
※1 不燃領域率70％を目指しつつ、H28年度からR7年度までに10ポイント上昇させるこ
とを目標に掲げている。なお、目標値を達成した地区については、目標を15ポイント
上昇に更新し、さらに不燃化を推し進めていく。 
※2 堀切二・四地区は不燃化特区指定時の数値を記載している。 
 

不燃領域率について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不燃領域率は、市街地の「燃えにくさ」を表す指標。 

・空地率と不燃化率の二つの指標により構成される。 

・１００㎡以上の広さの空地と幅員６ｍ以上の道路（空地率）が多く、また準耐火

建築物と同等以上の燃えにくい建築物の割合（不燃化率）が増すと市街地が延焼

しにくくなる。 

 

　地区 ＼ 年度 ※H25～H30 R1 R2 ※R3 R4 R5 R6 R7 計

四つ木一・二

（H25.4～）

東四つ木三・四

（H25.12～）

東立石四

（H26.4～）

堀切二・四

（H26.4～）

107件

(平均年間18件)

※H28年度より、不燃化特区内除却助成限度額100万円に拡充。

※R3年度より、不燃化特区内除却助成限度額200万円に拡充。

令和８年３月末見込

37件 41件 351件

3件

8件

5件

17件

33件

15件 101件

40件

40件

15件 17件 170件

3件

計 32件 20件 31件 50件

48件 22件 9件 9件 33件

13件 3件 2件 6件 5件 3件

9件 6件

10件 10件

2件

35件 7件 6件 10件

11件 0件 3件 6件
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不燃領域率と市街地の延焼性状（焼失率）について 

不燃領域率（％） 市街地の延焼性状・焼失率 

３０程度 焼失率は８０％を超える 

４０以上 焼失率は急激に低下し、焼失率２０％～２５％程度にとどまる 

５０程度 延焼が緩やかになり、災害時の基礎的安全性が確保される 

６０以上 焼失率は０％に近づき、延焼が抑制される 

７０超 延焼による焼失率はほぼゼロとなる 

※地盤条件により、市街地の延焼性状に違いが生じる 

 

なお、令和７年３月に示された「防災都市づくり推進計画の基本方針」では、整備

地域内の不燃領域率を令和12年度までに70％とすることが目標として掲げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



 資料２ 
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３ 整備地域不燃化加速事業の進捗状況 

本区は約449haが整備地域に指定されており、そのうち重点整備地域である約

156haでは平成25年度から不燃化特区制度を活用し、不燃化の推進を図ってきた。 

令和６年度からは不燃化特区を除いた整備地域においても、不燃化をより加速化

させるために、東京都の整備地域不燃化加速事業の支援を活用して、老朽建築物の

建替え支援を実施している。なお、本事業は令和７年度末までの期間限定事業であ

り、令和８年度以降については、木造住宅耐震助成制度の利用を促進することで整

備地域における不燃化を推進していく。 

 

・整備地域位置図【資料３】 

・整備地域建替え助成実績 

  Ｒ６ ２件 

  Ｒ７ 21件  （令和８年３月末見込） 
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 整備地域位置図 

資料３ 
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1 

 

 

 

建物明渡等請求事件の判決について 

 

                              住環境整備課 

 

１ 原告の主張 

原告は、被告らに対し、本件賃貸借契約の終了に基づき柴又二丁目アパートの１

号棟105号室（以下「本件住宅」という。）の明渡しを求めるとともに、使用損害金

として本件住宅の近傍同種の住宅の家賃及び共益費の合計額に相当する金員の支払

を求める。 

 

２ 訴訟の内容 

(1) 事件名 ※※※※※※ ※※※※※ 建物明渡等請求事件 

(2) 裁判所 東京地方裁判所 

(3) 当事者 

 ア 原告 葛飾区 

イ 被告 

（ア）※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

※※※※ 

（イ）※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

※※※※ 

（ウ）※※※※※※※※※※※※※ ※※※ 

※※※※ 

 (4) 請求の趣旨 

 ア 被告らは、原告に対し、本件住宅を明け渡せ 

 イ 被告らは、原告に対し、連帯して、207万1,620円及び令和７年７月１日から

本件住宅の明渡済みまで、１か月当たり６万570円を支払え 

ウ 訴訟費用は被告らの負担とする 

一般庶務報告Ｎｏ.７ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 
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との判決並びに仮執行宣言を求める。 

(5) 判決の趣旨 

 ア 被告らは、原告に対し、本件住宅を明け渡せ。 

 イ 被告らは、原告に対し、連帯して、207万1,620円及び令和７年７月１日から

本件住宅の明渡済みまで、１か月当たり６万570円を支払え。 

ウ 訴訟費用は被告らの負担とする。 

エ この判決は仮に執行することができる。 

 (6) 判決の理由 

   請求原因事実は、当事者間に争いがない。 

 

３ 事件の経過 

(1) 令和７年７月30日 訴えの提起 

(2) 令和７年10月28日 第１回口頭弁論期日（弁論終結） 

(3) 令和７年11月４日 第２回口頭弁論期日（判決言渡し） 



１ 

 

 

 

専決処分（契約変更）の報告について 

 

                             道路補修課 

                                                      

 

報告 

番号 
専決処分事項 契約の相手 変更内容 

１ 
八剱橋橋梁架替（その11）工事

請負契約の変更 

株式会社横河ブリッ

ジ 東京営業所 

変更前契約金額 

  ７億2,671万5,000円 

変更後契約金額 

  ６億9,622万4,100円 

 

  

一般庶務報告Ｎｏ.８ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 



２ 

 

専決処分（契約変更）の報告について 

道路補修課 

 

１ 専決処分事項 

八剱橋橋梁架替（その11）工事請負契約の変更 

 

２ 件名 

八剱橋橋梁架替（その11）工事請負契約 

 

３ 契約の概要 

⑴ 工事箇所 

 飾区奥戸八丁目６番先から奥戸九丁目15番先まで 

⑵ 契約の相手 

   千葉県船橋市山野町27番地 

   株式会社横河ブリッジ 

    代表取締役 中村 譲 

代理人 東京都港区芝浦四丁目４番44号横河ビル 

   株式会社横河ブリッジ 東京営業所 

    所長 黒田 力 

⑶ 工期 

令和６年10月11日から令和８年７月30日まで 

 

４ 変更内容 

⑴ 変更前契約金額 

   ７億2,671万5,000円 

⑵ 変更後契約金額 

   ６億9,622万4,100円 

    

５ 変更理由 

⑴ 橋桁製作の着手前に現場精査を行い、設計内容と照合した結果、強度の向上や

維持管理の効率化などを図るため、製作加工の方法及び部材間の接合部を見直

した。 

⑵ 鋼床版の設置にあたり、施工性を高めるため、一部を溶接からボルト接合に変         

更した。 

 

６ 専決処分年月日 

  令和７年11月18日 

 

報告番号１ 



３ 

 

７ 今後の事業予定 

引き続き、上部構造物の架設を行う。 



 

 

葛飾区橋梁長寿命化修繕計画の更新（案）について 

 

                              道路補修課 

 

１ 概要 

本計画は、区民の安全・安心を確保するため、葛飾区が管理する橋梁について、

長寿命化や中長期の修繕・更新費用を考慮した適切な維持管理の実現を目的に平成

21年度に策定した。その後、最新の点検結果や知見を反映し、平成27年度、令和

元年度、令和５年度、そして令和６年度と更新を重ねてきた。 

今回、令和８年度より道路メンテナンス事業における国の補助要件が変更される

ことから、橋梁の集約・撤去の方針について所定の内容を記載し更新するため報告

するもの 

 

２ 葛飾区橋梁長寿命化修繕計画［更新］（案） 

【資料１】葛飾区橋梁長寿命化修繕計画［更新］（案） 

  

一般庶務報告Ｎｏ.９ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 



 

 

 

葛飾区橋梁⾧寿命化修繕計画 
〔更新〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年（２０２５年）12 月 

葛   飾   区 

(案）
【資料１】
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１） 背 景 

本区が管理している橋長２m 以上の橋梁は 29 橋あります。このうち、供用 50 年を

超える橋梁は、現在 17橋あり、今後 10 年のうちには 21橋、20 年後には 24 橋に増加

します。 

今後、急速に老朽化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持管理を継続

した場合、維持管理コストが膨大となり、限りある財政状況の中で、適切な維持管理

を続けることが困難となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 計画更新の目的 

  本区では、平成 21 年度に「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、予防保全型の維持

管理へと政策転換し、計画的な修繕や架替工事などを行ってきました。 

今回の更新は、令和８年度より道路メンテナンス事業補助制度要綱の補助要件が変

更されることから、橋梁の集約・撤去の方針における短期的な数値目標及びそのコス

ト縮減効果について記載するものです。 

 今後も、橋梁の長寿命化並びに修繕・架替、耐震対策に係る費用の縮減や平準化を

図りつつ、地域における道路網の安全・安心を確保することを目的としています。 

 

  

１. ⾧寿命化修繕計画の目的 

18橋

62%

11橋

38%

[20年後]

17橋

59%

12橋

41%

[現 在］

21橋

72%

8橋

28%

[10年後］

24橋

83%

5橋

17%

[20年後］

50年以上

50年未満

図 1 供用 50 年を超える橋梁数の推移 
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１） 計画の対象橋梁 

  対象は、道路橋 26橋、歩道橋３橋の合計 29 橋です。 

 

表 2-1 道路橋（26 橋）一覧表 

管理 

番号 
橋   梁   名 

橋長 

（ｍ） 

竣工 

年度 

供用 

年数 
橋の下状況 

10010 鵜乃森
う の も り

橋
ばし

 12.20 1956 68 古隅田川 

10020 元宮
もとみや

橋
はし

 3.90 1958 66 水路 

10030 高砂
たかさご

諏訪
す わ

橋
はし

 135.00 1960 64 新中川 

10031 高砂
たかさご

諏訪
す わ

橋
ばし

人道
じんどう

橋
きょう

 137.60 1977 47 新中川 

10040 白鷺
しらさぎ

橋
ばし

 7.60 1959 65 古隅田川 

10050 細田
ほ そ だ

橋
はし

 119.00 1960 64 新中川 

10051 細田
ほ そ だ

橋
ばし

人道
じんどう

橋
きょう

 120.30 1978 46 新中川 

10060 元隅田
もとすみだ

橋
はし

 5.60 1960 64 古隅田川 

10070 陸
りく

前橋
ぜんばし

 15.50 1963 61 古隅田川 

10080 桜
さくら

二橋
に は し

 4.00 1968 56 水路 

10090 西
にし

之
の

橋
はし

 7.70 1968 56 水路 

10091 
無名
む め い

橋
きょう

 

（仮称：新西
しんにし

之
の

橋
はし

） 
7.60 1989 35 水路 

10100 新小松
しんこまつ

架道
が ど う

橋
きょう

 21.30 1969 55 都道 

10110 
無名
む め い

橋
きょう

 

 （仮称：常磐
じょうばん

線
せん

北
きた

側道
そくどう

橋
きょう

） 
10.80 1970 54 区道 

10120 原田
は ら だ

橋
はし

 11.20 1971 53 区道 

2. ⾧寿命化修繕計画の対象橋梁 
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管理 

番号 
橋   梁   名 

橋長 

（ｍ） 

竣工 

年度 

供用 

年数 
橋の下状況 

10130 奥戸
お く ど

橋
ばし

 299.60 1972 52 中川等 

10140 小松橋
こまつばし

 262.70 1972 52 JR 総武線等 

10150 
無名
む め い

橋
きょう

 

 （仮称：外環
がいかん

西人道
にしじんどう

橋
きょう

） 
5.40 1974 50 水路 

10160 
無名
む め い

橋
きょう

 

 （仮称：外環
がいかん

東人道
ひがしじんどう

橋
きょう

） 
5.60 1974 50 水路 

10170 堀切
ほりきり

避難
ひ な ん

橋
きょう

 61.20 1980 44 綾瀬川 

10180 中
なか

の橋
はし

 47.60 1980 44 綾瀬川 

10190 東四
ひがしよ

つ木
ぎ

避難
ひ な ん

橋
きょう

 78.80 1986 38 綾瀬川等 

10200 東
ひがし

之
の

橋
はし

 5.70 1988 36 水路 

10210 高砂
たかさご

橋
ばし

 186.50 2002 22 中川 

10220 富士見
ふ じ み

橋
ばし

 10.00 2003 21 JR 新金線 

10230 三和
さ ん わ

橋
はし

 119.00 2007 17 新中川 

 

表 2-2 歩道橋（3 橋）の一覧表 

管理 

番号 
橋   梁   名 

橋長 

（ｍ） 

竣工 

年度 

供用 

年数 
橋の下状況 

20010 高砂跨
たかさごこ

線
せん

人道
じんどう

橋
きょう

 73.10 1970 54 京成本線 

20020 東四
ひがしよ

つ木
ぎ

四丁目
よんちょうめ

歩道
ほ ど う

橋
きょう

 47.90 1999 25 都道 

20030 亀
かめ

有
あり

香取
か と り

歩道
ほ ど う

橋
きょう

 117.60 2005 19 都道 

 

 

  

-3-



綾瀬駅

ＪＲ亀有駅

ＪＲ金町駅

小菅駅

京成金町駅

京成小岩駅

京成高砂駅

京成立石駅

堀切菖蒲園駅 お花茶屋駅

四
ツ 木

駅

新
柴

又
駅

柴又駅

青砥駅

10030高砂諏訪橋
10031高砂諏訪橋人道橋

10050細田橋
10051細田橋人道橋

八剱橋(架替中)

10230三和橋
10130奥戸橋

10140小松橋
10100新小松架道橋

10190東四つ木避難橋

20020東四つ木 
四丁目歩道橋

10170堀切避難橋

10020元宮橋

10180中の橋

10010鵜乃森橋

10070陸前橋

10040白鷺橋

10060元隅田橋

10210高砂橋
10220富士見橋 20010高砂跨線人道橋

10080桜二橋

20030亀有香取歩道橋
10120原田橋

10110仮)常磐線北側道橋

10150仮)外環西人道橋
10091仮)新西之橋

10090西之橋

10160仮)外環東人道橋
10200東之橋

綾瀬駅

亀有駅

金町駅

柴又駅

新柴又駅高砂駅

青砥駅

お花茶屋駅

京成立石駅

四ツ木駅

堀切菖蒲園駅

新小岩駅

京成小岩駅

２） 位 置 図

図2　橋梁位置図
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計画期間については、長期計画は 50 年、中期計画は 10 年とします。 

長期計画では、ライフサイクルコストが最小となる修繕等時期を劣化予測から想定

し、予算を平準化した計画とします。 

中期計画では定期点検の結果を踏まえ、実効性のある計画とします。 

点検状況により、今後は概ね５年を目安に見直します。 

 

 

 

 

 

 

１） 健全性の把握の基本的な方針 

健全性の把握については、「 飾区橋梁点検要領」に基づき、６ケ月に１度実施する

通常点検と５年に１度実施する定期点検の二つの点検から把握します。 

定期点検においては、健全性診断の判定区分を、以下のⅠ～Ⅳで区分します。 

 

 表 4 健全性診断の判定区分 

区 分 定 義 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の 

観点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に 

措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が 

著しく高く、緊急措置を講ずべき状態 

 

 

２） 日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁の損傷の早期発見を目的とした通常点検を活用し、清掃や土砂詰まりの除去等、

比較的対応が容易なものは、日常的な維持作業により措置します。 

４. 橋梁の維持管理に関する基本的な方針 

３. 計画期間 
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１） 健全性診断の判定区分による優先順位 

定期点検時に、橋梁ごとの表 4の健全性診断の判定区分により、以下の順位で対策

します。 

・判定区分Ⅳの場合、通行止めなどの応急措置を含め、緊急に対策を行います。 

・判定区分Ⅲの場合、概ね次回点検まで（５年）に対策を行います。 

・判定区分Ⅱの場合、予防保全型の対策を行います。 

 

 

２） 橋梁の重要度による優先順位 

跨線橋や跨道橋、緊急輸送道路など地域防災上重要な橋梁、斜張橋やアーチ橋など

の特殊橋梁を重要な橋梁として優先的に対策します。なお、架替事業など他事業によ

る架替えや撤去予定の橋梁、将来廃止予定の水路上に架かる橋梁は、健全性診断の判

定区分Ⅳの段階で対策します。 

 

 

３） 点検結果及び対策内容と実施時期 

資料１、２のとおり。 

 

  

５. 対策の優先順位の考え方 
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１） 橋梁の寿命 

架橋環境、交通量、鋼橋やコンクリート橋など、様々な要因により違いがあります

が、本区では、予防保全型の維持管理により長寿命化を図り、寿命 100年以上を目指

します。 

 

 

２） 費用の縮減に関する基本方針 

橋梁ごとにライフサイクルコストが最小となるように、最適な修繕計画を策定し、

優先順位を勘案した予算の平準化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

３） 新技術の活用方針 

定期点検や修繕工事等において、点検支援技術性能カタログや NETIS 等を参考に新

技術の活用を検討していきます。令和 11 年度までに実施する５橋の事業でライフサ

イクルコストの観点で費用の 1割縮減を目指します。 

 

 

 

 

６. 橋梁の⾧寿命化及び修繕・架替・耐震対策に関する基本的な方針 

Ⅱ  

Ⅲ  

Ⅳ  

健全性  

時間 

Ⅰ  健全 

予防保全段階  

早期措置段階 

緊急措置段階  

図 6 修繕サイクルイメージ 
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４） 集約・撤去に関する検討方針 

現状で、区の橋梁で集約・撤去については、以下の 3ケースに分類し、検討してい

きます。 

 

a．鉄道の連続立体交差事業や水路の廃滅により不要となる橋梁の撤去 

b．車道橋と人道橋が並行する橋梁を架替える時期での集約 

c．架橋時から周辺状況・社会的環境等が変わり交通量が極めて少ない橋梁の撤去 

 

関連する事業進捗状況や橋梁の役割・性能、健全性等を踏まえて、適切な時期に検

討していきます。また事業実施にあたっては、交通量や代替施設の有無等を確認した

うえで、地域住民と調整を図りながら検討を進めていきます。 

 

集約・撤去について、令和 11 年度までに２橋を目標に、維持管理費約５％のコス

ト縮減を目指します。 

 

 

５） 新中川に架かる橋梁の架替え 

新中川に架かる八剱橋・八剱橋人道橋、細田橋・細田橋人道橋、高砂諏訪橋・高砂

諏訪橋人道橋の各橋梁については、老朽化に加え、歩行者等の安全な通行の確保や防

災性の向上を図るためにも、基本計画『新中川橋梁架替事業』に基づいて、順次架替

えを進めていきます。現在は、八剱橋の架替えを施工中です。 
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６） 耐震対策の方針 

平成７年の兵庫県南部地震では、橋脚の倒壊など橋梁に甚大な被害が発生しました。

これを受けて、橋梁の耐震基準は大幅に改定されました。本区では、路線の重要度や

橋梁の架設年度などから優先順位を定めて対策を講じてきました。その後も平成 23

年の東北地方太平洋沖地震、平成 28 年の熊本地震、令和６年の能登半島地震といっ

た大規模地震が発生しており、これに伴い橋梁の耐震基準は改定されています。その

ため、本区でも新しい基準により対策を進める必要があります。 

また、東京都では河川施設の耐震対策を進めており、河川橋梁付近でも対策が講じ

られています。本区においても、インフラの耐震性能の整合を図るために、橋梁の耐

震対策を進める必要があります。 

こうしたことから、安全・安心な暮らしを確保し、災害に強いまちづくりを実現す

るために、橋梁の耐震対策を推進していきます。 

 

■主な耐震対策例 

・落橋防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

      桁かかり長の確保 

 

 

 

 

 

 

 

     落橋防止構造の設置 

 

 

桁かかり長

橋脚

橋脚

落橋防止構造

細田橋 

小松橋 
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・橋脚の補強対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

       RC 橋脚のコンクリート巻立て 

 

 

 

  

橋脚

小松橋 
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今後 50 年間に必要となる橋梁維持管理費用について、定期点検の結果を踏まえ予測

を行いました。事後保全型（計画的な修繕によらず、劣化が進行した段階で修繕を行う

手法）と予防保全型（計画的な修繕により長寿命化を図る手法）のそれぞれで概算の費

用を算出しました。 

 なお、対策においては、補助金等を活用しながら平準化を図り、計画的に実施してい

きます。 

 

  内訳 

  ・事後保全型の維持管理を続けた場合の橋梁の維持管理費 ：142 億円 

  ・予防保全型の維持管理を実施した場合の橋梁の維持管理費 ： 61 億円 

（※ 耐震対策に係る費用は含まず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７. 対策費用の算出 

図 7 長寿命化修繕計画の概算費用 
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 飾区 都市整備部 道路補修課   Tel：03-5654-9582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■SDGｓと本計画との関係について 

SDGｓとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略

称で、2015 年９月の国連サミットで採択された、2030 年までに持続可能でよ

り良い社会の実現を目指すための 17 の国際目標（ゴール）です。 

葛飾区基本計画では、基本方針の１つとして「区民との協働による、いつま

でも幸せに暮らせるまちづくり」を掲げ、SDGｓが目指す経済・社会・環境の全

ての面における発展に向け、成長と成熟とが調和した持続可能なまちづくりを

進めることとしています。 

本計画では、SDGｓの目標３「保健」、目標７「エネルギー」、目標９「インフ

ラ、産業化、イノベーション」、目標 11「持続可能な都市」、目標 12「持続可能

な生産と消費」、目標 17「実施手段」の６つのゴールを目標に取り組んでいき

ます。 

 

８. 計画策定担当部署 
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  表 健全性診断の判定区分一覧表 

管理 

番号 
橋   梁   名 橋長(m) 

竣工 

年度 

判定区分 

一巡目 

点検 

二巡目点検 

2020 2022 2023 

10010 鵜乃森橋 12.20 1956 Ⅰ Ⅰ   

10020 元宮橋 3.90 1958 Ⅱ Ⅱ   

10030 高砂諏訪橋 135.00 1959 Ⅰ  Ⅱ  

10031 高砂諏訪橋人道橋 137.60 1977 Ⅰ  Ⅱ  

10040 白鷺橋 7.60 1959 Ⅰ Ⅰ   

10050 細田橋 119.00 1960 Ⅱ  Ⅱ  

10051 細田橋人道橋 120.30 1978 Ⅱ  Ⅱ  

10060 元隅田橋 5.60 1960 Ⅰ Ⅰ   

10070 陸前橋 15.50 1963 Ⅰ  Ⅰ  

10080 桜二橋 4.00 1968 Ⅱ Ⅱ   

10090 西之橋 7.70 1968 Ⅱ Ⅱ   

10091 無名橋(仮称：新西之橋) 7.60 1989 Ⅰ Ⅰ   

10100 新小松架道橋 21.30 1969 Ⅱ   Ⅱ 

10110 無名橋(仮称：常磐線北側道橋） 10.80 1970 Ⅱ Ⅱ   

10120 原田橋 11.20 1971 Ⅱ Ⅱ   

10130 奥戸橋 299.60 1972 Ⅱ  Ⅱ  

10140 小松橋 262.70 1972 Ⅱ   Ⅱ 

10150 無名橋(仮称：外環西人道橋) 5.40 1974 Ⅰ Ⅱ   

10160 無名橋(仮称：外環東人道橋) 5.60 1974 Ⅲ Ⅲ   

10170 堀切避難橋 61.20 1980 Ⅰ  Ⅰ  

10180 中の橋 47.60 1980 Ⅰ  Ⅰ  

10190 東四つ木避難橋 78.80 1986 Ⅰ   Ⅱ 

10200 東之橋 5.70 1988 Ⅱ Ⅱ   

10210 高砂橋 186.50 2002 Ⅰ  Ⅰ  

10220 富士見橋 10.00 2003 Ⅰ Ⅱ   

10230 三和橋 119.00 2007 Ⅰ  Ⅰ  

20010 高砂跨線人道橋 73.10 1970 Ⅱ   Ⅱ 

20020 東四つ木四丁目歩道橋 47.90 1999 Ⅱ   Ⅰ 

20030 亀有香取歩道橋 117.60 2005 Ⅰ   Ⅰ 

 

健全性診断の判定区分 資料１ 



 

 

 

表 対策内容と概ねの実施時期 

管理 

番号 
橋梁名 

実施時期 
主な対応内容 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

10010 鵜乃森橋 ○     ○ ★    舗装等 

10020 元宮橋 ○     ○      

10030 高砂諏訪橋   ○     ○   架替事業対象 

10031 高砂諏訪橋人道橋   ○     ○   架替事業対象 

10040 白鷺橋 ○     ○      

10050 細田橋   ○     ○   架替事業対象 

10051 細田橋人道橋   ○     ○   架替事業対象 

10060 元隅田橋 ○     ○      

10070 陸前橋   ○     ○    

10080 桜二橋 ○     ○      

10090 西之橋 ○     ○      

10091 
無名橋 

(仮称:新西之橋) 
○     ○      

10100 新小松架道橋    ○   ■  ○   

10110 
無名橋 (仮称: 

常磐線北側道橋) 
○     ○ ■ ★   

舗装,上部工補修

等 

10120 原田橋 ○     ○ ■ ★ ★  塗装,舗装等 

10130 奥戸橋 ★  ○     ○  ★ 上部工補修等 

10140 小松橋    ○     ○   

10150 
無名橋 

(仮称:外環西人道橋) 
○     ○      

10160 
無名橋 

(仮称:外環東人道橋) 
○     ○      

10170 堀切避難橋  ■ ○■     ○ ★  塗装等 

10180 中の橋   ○ ■ ■ ★■  ○   塗装等 

10190 東四つ木避難橋  ★ ★ ○    ■ ○■ ■ 塗装,舗装等 

10200 東之橋 ○     ○      

10210 高砂橋   ○ ★    ○  ★ 舗装,塗装等 

10220 富士見橋 ○     ○      

10230 三和橋   ○★     ○   舗装等 

20010 高砂跨線人道橋    ○     ○   

20020 東四つ木四丁目歩道橋    ○ ★    ○  塗装等 

20030 亀有香取歩道橋    ○     ○★  塗装等 

 

凡例：○点検 ★工事 ■耐震 

対策内容と実施時期 資料２ 



３ 新旧対照表（関連部分抜粋） 

 

現行 更新案 

葛飾区橋梁長寿命化修繕計画 

令和7年(2025年)３月 

（略） 

１． ２） 計画更新の目的 

（略） 

今回の更新は、令和２年度から令和５年度に全

ての橋梁において定期点検を実施したため、点検

結果を踏まえて計画を更新します。また、耐震対

策においても、技術基準の改定や東京都で実施し

ている河川施設の耐震対策との整合を図るため、

新たに方針を定めます。 

（略） 

６． ４） 集約・撤去に関する検討方針 

（略） 

集約・撤去について、令和 11 年度までに２橋

を目標に検討を行います。 

 

（略） 

葛飾区橋梁長寿命化修繕計画 

令和7年(2025年)12月 

（略） 

１． ２） 計画更新の目的 

（略） 

今回の更新は、令和８年度より道路メンテナン

ス事業補助制度要綱の補助要件が変更されること

から、橋梁の集約・撤去の方針における短期的な

数値目標及びそのコスト縮減効果について記載す

るものです。 

 

（略） 

６． ４） 集約・撤去に関する検討方針 

（略） 

集約・撤去について、令和 11 年度までに２橋

を目標に、維持管理費約５％のコスト縮減を目指

します。 

（略） 

 

４ 今後の予定 

本計画に基づき、予防保全型管理を基本とした計画的な修繕・更新を推進してい

く。 

また、点検・修繕技術の進展や橋梁を取り巻く環境の変化、各種点検結果を踏ま

え、本計画の見直しを継続して行う。 

 

・令和７年12月 葛飾区橋梁長寿命化修繕計画［更新］の公表 



 

 

 

（仮称）新小岩一丁目公園の整備について 

 

公園課   

 

１ 概要 

（仮称）新小岩一丁目公園の整備事業は、旧都営アパートの土地を確保し、地域

 の身近な公園及び防災活動拠点として整備するため、設計を進めている。 

このたび、整備計画案及び事業スケジュールを取りまとめたもの。 

 

２ 所在地 

葛飾区新小岩一丁目15番 

【案内図】 

 

 

３ 面積 

  約950㎡ 

 

一般庶務報告Ｎｏ.１０ 

都 市 整 備 部 

令和７年１２月８日 

（仮称）新小岩一丁目公園 

（葛飾区新小岩一丁目15番） 

1



令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

基本設計

工事

実施設計
開園

４ 整備計画案 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業スケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

６ 参考資料 

資料１のとおり 
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整備計画案
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多目的広場

公園灯
（防犯カメラ付）

公園灯
（防犯カメラ付）

公園灯
（防犯カメラ付）

公園灯
（防犯カメラ付）

遊具

かまどベンチ

公園灯

マンホールトイレ

公園灯

掲示板

水飲み

ベンチ

防災分電盤

掲示板

門扉

門扉

門扉

防災パーゴラ
ベンチ

掲示板

目隠しフェンス

メッシュフェンス

車止め

防災活動拠点案内板
兼掲示板

防災洗い場

バリアフリー

時計塔

園名板

防災井戸

０ ５ １０ ２０ｍ

トイレ

（H3000）

消防団
倉庫町会

倉庫

防
災
倉
庫

（H3000）

出入口

出入口

出入口

健康遊具
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日頃より公園事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 
葛飾区では、葛飾区新小岩一丁目 15 番（旧都営平井仲町アパート跡地）において、新小岩一丁目公

園（仮称）の整備を予定しております。令和 6 年度は公園施設の配置などを検討する基本設計を行い、
周辺住民・地元自治町会の方を対象とした意見交換会及びアンケートでのご意見を踏まえて、公園の施
設配置が決定しました。この通信では、施設配置や事業スケジュール等についてお知らせいたします。 

公園コンセプト・整備方針                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公園概要 
所 在 地：葛飾区新小岩一丁目 15 番（旧都営平井仲町アパート跡地） 

公園面積：950.9４ｍ2 

 

 事業スケジュール 
新小岩一丁目公園（仮称）は、令和 9 年夏の開園に向け、設計及び工事を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

新小岩一丁目公園 （仮称） 

        整備事業通信 令和 7 年 5 月 

◇コンセプト◇ 地域の防災活動拠点整備と憩いの場の創出 

自治会活動が   

行える広場整備 

防災活動拠点として

の防災施設の設置 

幅広い年齢層が使用

できる遊具の設置 

治安維持のための 

防犯対策 

公園の施設配置 

出入口 

多目的広場 

公園施設の仕様につきましてはあ

くまでイメージのため、変更が生

じる場合がございます。 

防災パーゴラ 

マンホールトイレ 

防災倉庫 金網フェンス 

インターロッキング 
バリアフリートイレ 

消防団倉庫 
町会倉庫 

遊具イメージ 

車止め 

かまどベンチ 

出入口 

出入口 

ブロック舗装 

【凡例】 

防犯カメラ 

資料１
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新小岩一丁目公園（仮称）整備概要説明会 
周辺住民・地元自治町会の皆様からのご意見を踏まえて設定した公園の施設配置等についての説明

会を開催し、地域の方々にご参加いただきました。ここでは、これまでにいただいたご意見等の概要

と、当日いただいたご意見・ご質問について報告します。 

 

【開催概要】 

開催日：令和 7 年 3 月 26 日(水) 18：30～19：30 

場 所：新小岩南集い交流館 2F 会議室 

次 第：①開会挨拶 

    ②担当職員紹介 

    ③整備概要説明 

    ④質疑応答 

    ⑤閉会  

 

 

（周辺住民・地元自治町会の皆様からのご意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公園の利用ルールについてのアンケート回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（周辺住民・地元自治町会の皆様からのご意見に対する区の回答） 

●公園での騒音・溜まり場とならないように夜間閉鎖する等、防犯対策を行ってほしい。 

→公園は夜間閉鎖し、公園東側の民地との境界は目隠しフェンスを設置。 

●公園全体が映るように、防犯カメラを増設してほしい。 

→公園内に死角ができないよう、合計 4 基配置。 

●ボール遊びは新小岩公園でできるため、本公園では制限してほしい。 

→本公園ではボール遊び禁止とし、広場には障害物として車止めを設置。 

●砂の飛散が発生するので、ダスト舗装はやめてもらいたい。 

→広場の舗装をインターロッキングブロック舗装に変更。 

●幼児が遊べる遊具を増やしてほしい。 

→スウィング遊具と滑り台を設置。 

●かまどベンチの数と公園の出入口を増やしてほしい。 

→かまどベンチは２基、出入口は３箇所設置。 

●公園利用者以外も駐輪する可能性があるため、駐輪場は設置しないでほしい。 

→駐輪場は設置しない。 

●公園内に日陰はあるのか。 

→日除けとして防災パーゴラを設置。 

 

整備概要説明会でいただいたご意見・ご質問のうち、当日ご回答できなかった内容に対する区の考

え方を以下にお示しします。貴重なご意見・ご質問をいただきありがとうございました。 

ご意見・ご質問 区の考え方 
１．公園予定地の外側にある歩道において、放置自

転車が多く見受けられる。何か対策を講じられな
いか。 

この地域の放置自転車総合対策業務を委託している
事業者に情報提供を行い、駐輪指導・警告等を行ってい
く形で対応いたします。（担当：交通政策課） 

２．車両が通行しやすいように、公園接道部の道路
をセットバックできないか。 

車両の通行を考える場合、公園接道部のみならず周辺
の道路も合わせて拡幅する必要があります。現時点では
周辺の道路も狭いため、公園接道部をセットバックで拡
幅する予定はありません。（担当：道路管理課） 

３．健康遊具は、新小岩公園にも既に設置されてい
る。健康遊具以外にほかの種類の遊具は採用でき
ないのか。 

本公園は、面積が狭いため限られたスペースで配置可
能な遊具を選定し、アンケートにて遊具に関するご意見
を募りました。その結果、幼児用遊具に加えて健康遊具
の設置を望む回答を多くいただいたため、アンケートに
てお示しした健康遊具を配置しております。 

４．周辺には外国人も多く住んでいる。公園のルー
ル等を掲示する際には多言語表記にできないか。 

公園の利用ルールの掲示につきましては、令和 7 年
度から行う実施設計の中で、関係部署と協議しながら検
討いたします。 

５．公園内は禁煙とのことだが、ルールを守らない
人もいるため、かまどベンチの付近でたばこのに
おい対策はできないか。 

公園内は禁煙のため、禁煙のルールを守っていただけ
るよう、啓発活動を行うなど対策を行います。 

 

公園整備についてご不明点等ございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。 
 

 ■発行：葛飾区都市整備部公園課建設係   担当：新沼
にいぬま

・青木
あ お き

・平澤
ひらさわ

 

住所：〒124-8555 葛飾区立石 6-9-1 

電話： 03-3695-8385（直通） 

24時間利用可能

（24%）

夜間閉鎖型

（74%）

その他（2%）

24時間利用可能 夜間閉鎖型 その他

ボール遊び可能

（34%）

ボール遊び

禁止

（58%）

その他（8%）

ボール遊び可能 ボール遊び禁止 その他

（公園の利用時間） （公園でのボール遊び） 

（説明会の様子） 
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 道路補修課

工種割合 工種進捗率 出来高

1) 準備・片付け工 7.3 95.8 7.0

2) 土工 18.9 52.7 10.0

令和６年度 都市計画道路補助第276号線 473,220,000 尾花興業㈱ R6.6.24 53.5 ％ 3) 電線共同溝工 33.0 72.4 23.9

第01号 （細田北）整備（その１） R9.2.24 4) 排水施設工 39.5 31.9 12.6

及び排水施設（その１） 5) 信号機施設工 1.3 0.0 0.0

工事

100.0 53.5

1) 準備・片付け工 4.0 75.0 3.0

2) 構造物撤去工 0.5 100.0 0.5

令和６年度 八剱橋橋梁架替 739,640,000 成和建設㈱ R6.6.24 97.0 ％ 3) 土留、仮締切設置工 11.0 100.0 11.0

第001号 （その10）工事 R7.12.26 4) 作業土工 10.1 100.0 10.1

5) 橋台躯体工 13.0 100.0 13.0

6) 土留、仮締切撤去工 3.5 100.0 3.5

7) 鋼矢板新設工 9.0 100.0 9.0

8) 護岸復旧工 1.4 100.0 1.4

9) ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起設置工 1.2 100.0 1.2

10) 高圧噴射攪拌工 36.0 100.0 36.0

11) 笠コンクリート工 8.0 100.0 8.0

12) 集水桝･排水口工 0.3 100.0 0.3

13) 転落防止柵･道路付属物工 2.0 0.0 0.0

100.0 97.0

1) 準備、片付け等 6.3 4.8 0.3

2) 桁製作工 50.1 89.6 44.9

令和６年度 八剱橋橋梁架替 726,715,000 ㈱横河 R6.10.11 46.2 ％ 3) 輸送工 4.8 0.0 0.0

第012号 （その11）工事 ブリッジ R8.7.30 4) 地組工 0.5 0.0 0.0

東京営業所 5) 架設工 30.4 3.3 1.0

6) 現場継手工 4.3 0.0 0.0

7) 橋面工 1.3 0.0 0.0

8) 現場塗装工 1.0 0.0 0.0

9) 橋梁足場工 1.3 0.0 0.0

100.0 46.2

③

奥戸八丁目
　　　　６番先から

奥戸九丁目
　　　　15番先まで

②

契 約 金 額
　　　　　　　　　進捗状況　　　　　 (単位％）

工　　種
契　約　者

令和７年度主要工事進捗状況 （1/2）　　
（令和7年10月31日現在）

工　　期

細田四丁目
　　　　12番先から

細田三丁目
　　　　30番先まで

整理
番号

工事番号 工　　事　　件　　名 工　事　箇　所 出 来 高

①

奥戸八丁目
　　　　６番先から

奥戸九丁目
　　　　15番先まで



 道路補修課

工種割合 工種進捗率 出来高

1) 準備・片付け工 4.0 50.0 2.0

2) 土工・撤去工 9.2 28.3 2.6

令和７年度 柴又公園拡張部 246,895,000 東香園㈱ R7.6.24 17.0 % 3) 植栽工 1.5 0.0 0.0

第01号 （広場等）整備工事 R8.6.1 4) 給排水設備工 5.6 16.1 0.9

5) 電気設備工 16.7 10.8 1.8

6) 園路広場工 8.7 0.0 0.0

7) サービス施設工 1.9 0.0 0.0

8) 管理施設整備工 23.1 16.5 3.8

9) 付帯施設工 2.0 20.0 0.4

10) 建築工 23.6 14.8 3.5

11) 仮設工 3.7 54.1 2.0

100.0 17.0
1) 準備・片付け工 5.0 60.0 3.0
2) 土工・撤去工 3.6 91.7 3.3

令和７年度 小菅西公園スケートボード場 236,390,000 ㈱山溪緑地 R7.6.24 23.8 % 3) 給排水設備工 2.1 81.0 1.7
第03号 設置工事 R8.3.31 4) 電気設備工 20.8 13.5 2.8

5) 園路広場工 13.6 0.0 0.0
6) 遊戯施設整備工 26.9 35.3 9.5
7) 修景施設整備工 0.1 0.0 0.0
8) サービス施設工 3.5 0.0 0.0
9) 管理施設工 23.8 14.7 3.5
10) サイン工 0.6 0.0 0.0

100.0 23.8

⑤

小菅一丁目２番１号

④

柴又七丁目19番14号
　　及び10番16号

工　事　箇　所工事番号
工　　種

工　　期
　　　　　　　　　進捗状況　　　　　　 (単位％）

契 約 金 額 出 来 高

（令和7年10月31日現在）
整理
番号

工　　事　　件　　名 契　約　者

令和７年度主要工事進捗状況  （2/2）　　



東新小岩五丁目

四つ木一丁目

東新小岩三丁目

柴又三丁目

東金町三丁目

青戸三丁目

東立石三丁目

青戸五丁目

四つ木二丁目

青戸六丁目

白鳥二丁目

東四つ木一丁目
西新小岩五丁目

金町一丁目

奥戸八丁目

四つ木四丁目

東新小岩二丁目

お花茶屋一丁目
青戸四丁目

奥戸七丁目

新宿四丁目

立石一丁目

堀切五丁目

立石二丁目

小菅一丁目

高砂六丁目

西亀有四丁目

南水元二丁目

金町二丁目

東四つ木三丁目

立石三丁目

細田一丁目

金町浄水場

東水元二丁目

亀有五丁目

新小岩一丁目

高砂七丁目

立石八丁目堀切一丁目

新小岩三丁目

白鳥四丁目

青戸七丁目

小菅二丁目

金町四丁目

東水元一丁目

東四つ木二丁目

白鳥三丁目

南水元四丁目

新宿五丁目

新小岩二丁目

東新小岩七丁目

東立石一丁目

立石四丁目 細田二丁目

高砂八丁目

亀有三丁目

お花茶屋二丁目

東新小岩六丁目

高砂一丁目

四つ木五丁目

西水元一丁目

小菅三丁目

東堀切二丁目

西新小岩一丁目

細田三丁目

立石七丁目

水元一丁目

堀切六丁目

東新小岩四丁目

西新小岩二丁目

新宿一丁目

東立石四丁目

宝町一丁目

小菅四丁目

金町五丁目

柴又二丁目

立石五丁目

東四つ木四丁目

お花茶屋三丁目

堀切四丁目

水元三丁目

新宿三丁目

金町六丁目

東堀切三丁目

東立石二丁目

青戸一丁目

東水元三丁目

西新小岩三丁目
東新小岩一丁目

東新小岩八丁目
奥戸四丁目

立石六丁目

堀切三丁目

堀切二丁目

西水元二丁目

西水元五丁目

青戸八丁目

新宿二丁目

新宿六丁目

高砂二丁目

新小岩四丁目

奥戸一丁目

水元二丁目

東金町一丁目

亀有二丁目

亀有一丁目

柴又一丁目

西新小岩四丁目

宝町二丁目

堀切七丁目

鎌倉二丁目

水元四丁目

奥戸三丁目

青戸二丁目

白鳥一丁目

奥戸六丁目

高砂五丁目

堀切八丁目

東水元四丁目

西亀有一丁目

高砂三丁目

亀有四丁目

南水元一丁目

高砂四丁目

奥戸二丁目

南水元三丁目

奥戸九丁目

西亀有二丁目
西亀有三丁目

四つ木三丁目

東金町四丁目

柴又七丁目

鎌倉三丁目

東金町六丁目

鎌倉四丁目

東金町七丁目

柴又六丁目

東金町八丁目

柴又四丁目

金町三丁目

鎌倉一丁目

柴又五丁目

細田四丁目

水元公園

東金町五丁目

西水元四丁目

西水元六丁目

東水元六丁目

細田五丁目

東水元五丁目

水元五丁目西水元三丁目

東金町二丁目

○

主要工事施工箇所図 令和７年１０月３１日現在

②６-００１
八剱橋橋梁架替(その10)工事
③６-０１２
八剱橋橋梁架替(その11)工事

①６-０１
都市計画道路補助第276号線
(細田北)整備(その１)及び
排水施設(その１)工事

○

○

④７－０１
柴又公園拡張部（広場等）整備工事

○

⑤７－０３
小菅西公園スケートボード場
設置工事



 
 
 

令和７年度組織及び事務分掌一覧 

（令和７年 12月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環  境  部 



 

 

（内線３５２７）

廃棄物の収集及び運搬に関すること、廃棄物排出量の算定に関する
こと、廃棄物処理手数料等に関すること、廃棄物の排出指導に関す
ること、収集及び運搬に係る作業統計に関すること、作業用庁用自
動車の管理及び修理に関すること、自動車事故及び作業実施上等の
事故の処理に関すること、拠点回収に関すること、資源・ごみ集積
所に関すること、し尿の収集に関すること、その他清掃作業の実施
に関すること

事業調整係長

小川　亮

北　淑紀
（内線３４９２）

（内線３５０５）

民間緑化事業の推進に関すること、緑化の指導及び啓発に関するこ
と、あき地の管理の適正化に関すること

全国みどりと花のフェアかつしか及び全国「みどりの愛護」のつど
いの開催に関すること

公害の相談及び指導に関すること、工場の認可、立地に係る届出、
調査及び騒音等の指導に関すること、指定作業場の届出、調査及び
騒音等の指導に関すること、特定施設の届出に関すること、特定建
設作業の規制及び届出に関すること、指定建設作業の規制に関する
こと、土壌汚染及び化学物質対策に関すること、地下水の揚水規制
に関すること、大気汚染、水質、交通騒音及び交通振動の調査に関
すること、環境影響評価に関すること、深夜営業、飲食店等の騒音
等の指導に関すること、解体工事等に伴うアスベスト飛散防止対策
に関すること、空間放射線量の測定に関すること、健康部に属しな
い放射線対策に関すること

（内線３７８３）

栗原　千絵子

（内線２９３１）

緑と花のまち推進係長

[課長補佐] 小峯　淳也

計画調整係長

関戸　順

所の文書管理に関すること、所の予算・決算及び会計に関するこ
と、所の経理に関すること、清掃協力会に関すること、所内庶務そ
の他他の係に属しないこと

資源の持ち去り対策に関すること、事業系一般廃棄物の適正処理の
推進に関すること、一般廃棄物処理業等の許可に関すること、一般
廃棄物処理業許可手数料等に関すること、浄化槽に関すること、廃
棄物処理手数料等に関すること、廃棄物の排出指導に関すること、
集団回収に関すること、粗大ごみの中継作業に関すること

作業係長

令和７年度環境部組織及び事務分掌一覧　

環境計画係長

自然環境係長

（内線３５２２）

(令和７年12月１日現在)

清掃事務所長

久 保　克 彦
(内線２９３９）

環境基本計画の推進に関すること、環境保全の啓発事業の推進に関
すること、地球温暖化対策実行計画の推進に関すること、温暖化防
止機器の助成事業等に関すること、地球温暖化対策地域協議会に関
すること、エネルギーの使用の合理化に関すること、再生可能エネ
ルギーの利用の推進に関すること、部事務事業の計画、調整及び進
行管理に関すること、環境審議会に関すること、部課内庶務その他
他の課及び係に属しないこと

リサイクル及び清掃行政の企画及び調整に関すること、清掃事務所
との連絡調整に関すること、東京二十三区清掃一部事務組合、東京
二十三区清掃協議会その他関係機関との連絡調整に関すること、作
業計画に関すること、清掃車両に関すること、廃棄物の排出指導に
関すること、一般廃棄物処理基本計画及び分別収集計画の策定及び
推進に関すること、ごみ量の推計及び排出実態調査に関すること、
リサイクル清掃審議会に関すること、課内庶務その他他の係に属し
ないこと

（内線３４９５）

環　境　部　長

木 下　雅 彦
（内線３５００）

松丸　裕

[課長補佐] 早坂　幸一郎

公害対策相談係長

リサイクル
清 掃 課 長

柿 澤　幹 夫
(内線３４９１）

ごみ減量推進係長

環 境 課 長
[統括課長]

山 岸　健 司
(内線３５０１）

（内線３５２７）

粕谷　綾子

（内線２９３１）

環境担当係長

生物多様性に関する取組の推進及び関係機関との連絡調整に関する
こと、河川浄化対策に関すること

（内線２９３８）

管理係長

[課長補佐]

森根　大樹

（内線３７８５）

ごみ減量並びにリサイクルの普及啓発及び推進に関すること、かつ
しかエコライフプラザに関すること

みどりと花の
フェア担当課

長

新 谷　敬 正
(内線３７８１）

大田　聖家

村上　友樹

（内線３５０２）

長谷川　容美

（内線３５０２）

環境担当係長

みどりと花のフェア担当係長

みどりと花のフェア担当係長

舘山　佑介



令和７年度都市整備部組織及び事務分掌一覧

（令和７年１２月１日現在）

都市整備部



事務係長
[課長補佐]関口　稔
(内線３４０２）

調整課長 事業調整担当係長
[統括課長]生井沢　良範 近藤　潤一
(内線３４０１） (内線２５８２）

調整担当係長
鴻巣　伸雄
（内線２５８２）

事業調整担当係長
六嘉　将幸
(内線２５０３）

かわまちづくり担当課長 かわまちづくり担当係長
兼務調整課長 川島　裕一朗
（内線２５６１） (内線２５６２）

交通政策課長 交通計画係長
古関　伸介 [課長補佐]山下　将史
（内線３８０１） (内線３４０７）

交通政策担当係長
北間　亘
(内線２５５１）

新金線旅客化担当課長 新金線旅客化担当係長
野刈　広介 [課長補佐]菅谷　由美子
（内線２５４１） (内線）３５１７

［主　　査］植前　和久
(内線）２５５２

交通安全対策担当課長 交通安全対策係長
岡原　大樹 前澤　拓
（内線３５１１） （内線２５１４）

［主　　査］松本　寛展
(内線３５１３）
交通政策担当係長
永嶋　英行
(内線３５１３）

都市整備部長 都市計画課長 事務係長
川崎　庸二 川岸　大

吉田　眞 (内線２５０１） (内線２５０７）
(内線３４００）

都市計画係長
土田　信洋
[主　　　査]篠田　大輔
(内線３４０６）

街づくり計画担当係長
石塚　隆
[主　　　査]山本　隼
(内線２５１６)

都市計画担当係長
中島　哲夫
（内線２５０４）

都市施設担当部長
忠　宏彰 街づくり推進担当課長 地域街づくり担当係長
（内線３４８０） 飛島　朝子 廣瀬　健

[主　　　査]松本　隆
(内線３４３１） (内線３４０８）

街づくり担当部長
和田　愼司 新小岩街づくり担当課長 新小岩街づくり担当係長
（内線３４９０） 青木　克史 [課長補佐]田盛　和章

(内線３４５１） (内線３４５２）

市街地開発担当係長
櫻井　晃一
(内線３４５５）

金町街づくり担当課長 金町街づくり担当係長
沖山　観介 川合　紀寿
（内線３４７１） (内線３４２２）

立石鉄道立体担当係長
髙橋　学
[主　　　査]川上　恭平

立石駅北街づくり担当課長 (内線３４０３）
岡部　紘明
(内線３４１１） 立石駅周辺地区街づくり事務所長

[課長補佐]反町　宜彦
（内線２５０９）

立石駅南街づくり担当課長 立石駅南街づくり担当係長

大塚　智秀 佐藤　正敏
（内線３３９１） （内線２９４０）

令和７年度都市整備部組織及び事務分掌一覧
(令和7年12月1日現在)

社会資本整備総合交付金システムの総合調整、部課内庶務

水防、雨水流出抑制計画の指導、河川・治水対策

部事務事業に係る部内及び他の部との調整、部事務事業に係る関係機
関との連絡調整、部の事業計画及び進行管理、土木の技術管理

部事務事業に係る部内及び他の部との調整、部事務事業に係る関係機
関との連絡調整、部の事業計画及び進行管理、土木の技術管理

かわまちづくり事業の推進・関係機関との調整、河川空間の利活用の推
進

交通安全対策、自転車の活用推進、自転車の安全利用、自転車駐車場
の整備に係る調整、自転車駐車場・自転車置場・自転車保管場所の管
理、民営自転車等駐車場の整備に係る助成、路上の放置自転車等の対
策、駐車場整備計画、公共駐車場の設置・管理、駐車場の整備に係る助
成、路外駐車場の届出、違法駐車等の対策

課内庶務

新金線の旅客化

都市計画の基本方針、道路・公園等の全体の方針、都市景観の基本方
針、水辺の全体方針、 飾区区民参加による街づくり推進条例に基づく
手続、都市復興

市街地整備の企画及び調整、都市再生整備計画、街づくりの啓発及び街
づくり組織の支援、街づくり事業の調査及び計画、街づくり事業及び密集
地域整備事業に係る技術管理

建築審査会、都市計画審議会、都市計画に係る許可・届出等、国土利用
計画、区画整理等の開発に係る認可、公有地の拡大の推進

交通計画の立案及び関係機関との連絡調整、交通政策に係る技術管
理、課内庶務

都市計画の基本方針、道路・公園等の全体の方針、都市景観の基本方
針、 飾区区民参加による街づくり推進条例に基づく手続

新小岩駅周辺街づくり事業の調査及び計画、新小岩駅周辺街づくりの啓
発及び街づくり組織の支援

市街地整備の企画及び事業推進、市街地整備に係る街づくりの啓発及
び街づくり組織の支援

金町駅周辺街づくり事業の調査及び計画、金町駅周辺街づくりの啓発及
び街づくり組織の支援

（交通政策担当部長　兼務）

京成押上線の鉄道立体事業の促進

立石駅北口地区街づくり事業の調査及び計画、立石駅北口地区街づくり
の啓発及び街づくり組織の支援

立石駅南口地区街づくり事業の調査及び計画、立石駅南口地区街づくり
の啓発及び街づくり組織の支援



高砂地域整備担当係長
高砂・鉄道立体担当課長 [課長補佐]鈴木　勝之
桂　洋介 (内線３４１３）
（内線３５３１）

高砂鉄道立体担当係長
井下田　将大
（内線３４１４）

密集地域整備第一係長
高橋 正敏 課長 事務取扱

密集地域整備担当課長 (内線３４８１）
高橋　正敏
(内線３４８１） 密集地域整備第二係長

鈴木　裕也
(内線３４８７）

密集地域整備第三係長
鈴木　浩和
（内線３４８３）

企画管理係長
鳥井　敦史
(内線３４４２）

住宅運営指導係長
室井　沙緒里

住環境整備課長 (内線３４４３）

中村　太一

(内線３４４１）
開発指導係長
桐生　博也
(内線３５６３）

細街路整備係長
森田　浩義
(内線３５６４）

事務係長　　 
板屋　直樹
(内線３５５８）

　　 計画指導係長
[課長補佐]作村　和規
(内線３５４４）

　　　　　　　　　　　　 

建築課長
秋元　髙志 審査係長
(内線３５４１） 野口　大輔

[主　　　査]宮本　純一
(内線３５４７）

構造設備係長
山本　照哲
(内線３５５５）

建築安全係長
貝瀬　ひと美
[主　　　査]池原　星吾

 　　 (内線３５５３）

建築担当係長
小松崎　利克
(内線３５４４）

建築担当係長
澤田　庄平
(内線３５５２）

建築担当係長
中井　一朗
(内線３５５７）

管理係長
　　　　　　　　　　 [課長補佐]狩野　貴人

(内線２５２５）

道路管理課長 占用監察係長
角谷　武是 [課長補佐]岩田　素一
(内線２５１１） (内線２５１２）

測量係長
鈴木　健一
(内線２５１７）

道路管理担当係長 道路管理等全般
[課長補佐]原沢　健
(内線２５２５）

道路管理担当係長 道路管理等全般
中村　浩
(内線２５１５）

高砂駅周辺街づくり事業の調査及び計画、高砂駅周辺街づくりの啓発及
び街づくり組織の支援

高砂駅付近の鉄道立体化の推進

密集住宅市街地整備促進事業、住宅密集地域における市街地の整備、
その他防災都市づくり事業

建築技術に係る計画・調整、建築の技術管理、建築許可・違反建築処分
の公聴会、建築物防音対策、違反建築物等の是正指導・措置、建築物の
調査・報告・指導

道路台帳の調製及び保管、道路又はこれに準ずる区有地の境界確認、
地籍調査事業、測量標等の設置及び管理、道路工事に伴う事業施行区
域の指導、沿道工事に伴う道路区域等の指導、地理情報システム、道路
管理等の技術管理

耐震事業の進行管理、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
に基づく受付・指導、建築物の耐震化、建築物の液状化対策、ブロック塀
等の安全対策、アスベスト対策

耐震事業の進行管理、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
に基づく受付・指導、建築物の耐震化、建築物の液状化対策、ブロック塀
等の安全対策、アスベスト対策

違反建築物等の是正指導・措置、建築物の調査・報告・指導

道路・公共溝渠等の管理、車両制限、道路等の認定及び改廃、法定外公
共物等の調査及び譲与、民有道路敷等の用地処理（細街路整備に係る
ものを除く）、道路等の用地の寄附受領等、道路等の証明等、道路情報、
課内庶務

道路・公共溝渠等の占用及び使用の許可、道路管理システム、道路工事
調整協議会、屋外広告物の許可及び取締り、道路掘削工事等の調整指
導、自費工事の承認、沿道掘削の指導、道路・公共溝渠等の不法占用及
び不法使用の処理

住宅政策の推進、住宅基本計画、分譲マンションに係る維持管理・建替
えの相談、分譲マンションの適正管理の推進等、空き家の相談、空家等
対策の推進に関する特別措置法に基づく措置・空家等対策計画、空き家
の有効活用、公共住宅の建設に係る協議・調整、建築紛争調整、課内庶
務

建築物の建替え等に伴う細街路の拡幅整備及び用地処理、細街路の拡
幅整備及び宅地開発に係る技術管理

区営住宅、区民住宅、コミュニティ住宅、高齢者及び障害者向け住宅の
整備、高齢者及び障害者の住宅支援事業、区営住宅・区民住宅・コミュニ
ティ住宅に係る使用料等の徴収・滞納整理、都営住宅等の入居者募集、
都営住宅の区移管、住宅用家屋証明、葛飾区居住支援協議会

密集住宅市街地整備促進事業、住宅密集地域における市街地の整備、
その他防災都市づくり事業

建築確認、建築許可申請等の建築物の構造の審査・検査・指導、特殊な
構造方法を用いる建築物、建築工事に係る危害防止、特定建築物等の
報告・指導、建築確認・建築許可申請等の建築設備の審査・報告・検査・
指導、建築物に関する認定・届出等の建築設備の審査・指導、都市の低
炭素化住宅の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定・適
合判定等、かつエネ会議・イベント・勉強会

建築確認、建築許可申請等の審査･検査･指導、建築物に関する認定・届
出等の審査・指導、長期優良住宅の認定、建築相談

建築技術に係る計画・調整、建築の技術管理、建築許可・違反建築処分
の公聴会、建築物防音対策、違反建築物等の是正指導・措置、建築物の
調査・報告・指導

開発行為等、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等に関
する工事の許可等、道路位置の指定等、優良宅地の認定、既存道路の
調査、特定施設に係る高齢者・障害者等に配慮した施設整備の推進、私
道整備の助成、私道排水設備の助成、水洗便所の助成、集合住宅等の
建築指導及び優良認定

建築に関する各種申請等の受付、建築関係諸証明の発行、建築計画概
要書の閲覧等、住居表示、町区域・街区の変更、建築行政共有データ
ベースシステムの運用管理、指定確認検査機関からの報告、課内庶務

密集住宅市街地整備促進事業、住宅密集地域における市街地の整備、
その他防災都市づくり事業



事業推進係長
[課長補佐]水谷　直基
[主　　　査]石鍋　一晴
(内線２５７２）

工事係長
高木　知英
[主　　　査]鏑木　悠平
(内線２５７４）

用地第一係長
道路建設課長 並木　好夫
船曳　健太 [主　　　査]古澤　洋平
(内線２５７１） （内線２１７４）

用地第二係長
大南　孝二
（内線２１７５）

用地第三係長
森川　勝
（内線２１７６）

工務係長
[課長補佐]小林　昭彦
(内線２９８１）

道路照明係長
飯森　貴康

道路補修課長 (内線２９８３）
山口　宣之
(内線２９６８） 工事第一係長

中野　泰行
(内線２５７８）

工事第二係長
平尾　靖
(内線２９７９）

橋梁係長
橋本　雅俊
(内線２５７７）

街路樹係長
中村　隆治
(内線２９６９）

道路保全事務所長
[課長補佐]海老澤　智
[主　　　査]吉野　剛
(内線２９７６）

工務係長
大木　寛之
[主　　　査]大和田　佳幸
(内線２９４３）

建設係長
平澤　直宏
[主　　　査]大石　豊
(内線２９７７）

公園課長 
大谷　幸平 施設再生係長
(内線２９８８） 富樫　昇

(内線２９４４）

管理運営係長
[課長補佐]竹内　浩真
(内線２９８２）

公園担当係長
[課長補佐]佐々木　勝啓
(内線２９５２）

公園管理所長 公園施設の維持管理、水防作業等
中川　貴司
(内線２９９５）

公園管理担当係長 公園管理等全般
中川　智之
(内線２９９５）

全国みどりと花フェアかつしかに関する公園・児童遊園の維持更新工事
の設計及び施行、維持更新工事に伴う関係機関・区民との調整、管理河
川の維持更新工事の設計及び施行

街路樹の維持管理計画・維持管理工事の設計・施行、街路樹の維持管
理に係る業務委託、自然再生区域の植物の管理

街路灯の修繕改修工事の設計及び施行、街路灯の維持管理に係る業務
委託、私道防犯灯に係る助成・調整・協議

道路・公共溝渠等の修繕改修工事の設計及び施行、道路・公共溝渠等
の新設改良工事等の設計及び施行、受託復旧工事の設計及び施行、交
通安全施設設置工事の設計及び施行、歩道勾配改善事業

道路・公共溝渠等の修繕改修工事の設計及び施行、道路・公共溝渠等
の新設改良工事等の設計及び施行、受託復旧工事の設計及び施行、交
通安全施設設置工事の設計及び施行、歩道勾配改善事業

橋梁の架け替え・新設・改修等の事業計画及び進行管理、橋梁の架け替
え・新設・改修等の工事の設計及び施行

道路・橋梁・公共溝渠及び公衆便所等の維持管理業務の計画及び進行
管理、道路保全事務所との連絡調整、関係機関との調整、道路・公共溝
渠等の新設改良工事等の計画及び進行管理、道路・公共溝渠等の調査
及び修繕改修計画の策定、道路・橋梁等の維持管理に係る技術管理、課
内庶務

都市計画道路等の設計及び工事の施行、電線類の地中化工事の設計・
施行、都市計画道路事業等に係る技術管理

都市計画道路等の事業計画及び進行管理、電線類の地中化に係る事業
計画、都市計画道路等の事業認可・国庫補助金、都市計画道路等に係
る用地の調査、課内庶務

公園・児童遊園・金魚展示場の管理運営、管理河川・排水場の管理、公
園・児童遊園・管理河川・排水場の占用・使用、静観亭、民間遊び場

区内道路施設等の維持補修等、水防作業等

公園・児童遊園・管理河川・排水場の計画・調整・進行管理、公園・児童
遊園等事業の国庫補助金等、公園管理所との連絡調整、宅地開発に伴
う公園整備、公園、児童遊園等事業に係る技術管理、課内庶務

公園・児童遊園・管理河川の新設改良工事の設計及び施行、排水場施
設の撤去工事の設計及び施行、新設改良工事・撤去工事に伴う関係機
関・区民との調整

公園・児童遊園・管理河川・排水場の維持更新工事の設計及び施行、維
持更新工事に伴う関係機関・区民との調整

都市計画事業用地等の評価及び物件の補償、都市計画事業用地の取
得、市街地整備用地等の取得、土地収用法に基づく収用、土地の収用に
係る関係機関との連絡調整

都市計画事業用地等の評価及び物件の補償、都市計画事業用地の取
得、市街地整備用地等の取得、土地収用法に基づく収用、土地の収用に
係る関係機関との連絡調整

都市計画事業用地等の評価及び物件の補償、都市計画事業用地の取
得、市街地整備用地等の取得、土地収用法に基づく収用、土地の収用に
係る関係機関との連絡調整


